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（単位  円）

国県支出金 地方債 その他

２
総務費

１
総務管理費

原子力災害対策設備修繕 12,705,000 12,705,000 12,705,000 0

３
民生費

１
社会福祉費

物価高騰対応給付金支給事業
（非課税世帯分）

101,608,000 15,366,000 15,366,000 0

１
保健衛生費

水道事業会計補助金 130,000,000 130,000,000 43,082,000 86,918,000

３
病院費

病院事業会計補助金 6,435,000 6,435,000 6,435,000 0

道路基礎調査及び設計委託 28,960,000 28,960,000 28,960,000

村道改良舗装工事 27,167,000 27,145,000 27,145,000

村道用地購入費 82,520,000 82,520,000 21,340,000 61,180,000

用地購入に伴う補償金 164,463,000 162,923,000 32,010,000 130,913,000

電柱移設補償費 7,884,000 7,884,000 7,884,000

３
都市計画費

神楽沢近隣公園駐車場整備工
事

29,623,000 29,546,000 29,546,000

４
衛生費

令和６年度東海村一般会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事  業  名 金  額
翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特定財源

未 収 入 特 定 財 源
一般財源

２
道路橋梁費

７
土木費
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国県支出金 地方債 その他

款 項 事  業  名 金  額
翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特定財源

未 収 入 特 定 財 源
一般財源

阿漕ヶ浦公園用地取得費 14,953,000 14,953,000 14,953,000

用地購入に伴う補償金 3,542,000 3,542,000 3,542,000

雨水排水整備工事 10,050,000 10,050,000 10,050,000

９
教育費

５
社会教育費

図書館高圧気中負荷開閉器・
高圧ケーブル修繕

3,432,000 3,432,000 3,432,000

623,342,000 535,461,000 130,938,000 404,523,000

     令和７年６月２日　提出
東海村長 山　田　　修

合             計

７
土木費

３
都市計画費
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（単位  円）

国県支出金 地方債 その他

設計委託 6,235,000 6,235,000 6,235,000

その他工事 25,647,000 20,565,000 20,565,000

31,882,000 26,800,000 26,800,000

     令和７年６月２日　提出
東海村長

１
区画整理事業費

１
東海駅西土地区画
整理事業費

合             計

山　田　　修

令和６年度水戸・勝田都市計画事業東海駅西土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事  業  名 金  額
翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特定財源

未 収 入 特 定 財 源
一般財源
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（単位  円）

国県支出金 地方債 その他

地質調査委託 6,728,000 4,770,000 4,770,000

伐木処分委託 5,670,000 5,296,000 5,296,000

道路築造・舗装及び雨水排水
工事

63,191,000 52,499,000 52,499,000

整地工事 137,080,000 128,904,000 128,904,000

212,669,000 191,469,000 191,469,000

     令和７年６月２日　提出
東海村長

合             計

山　田　　修

１
区画整理事業費

１
東海中央土地区画
整理事業費

令和６年度水戸・勝田都市計画事業東海中央土地区画整理事業特別会計繰越明許費繰越計算書

款 項 事  業  名 金  額
翌 年 度
繰 越 額

左 の 財 源 内 訳

既 収 入
特定財源

未 収 入 特 定 財 源
一般財源
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公共下水道工事 66,536 52,536 14,000 0 13,300 700 0
同時期・同箇所における他公共
工事との相互調整により，年度
内完成が困難となったため。

特環公共下水道工
事

176,477 145,477 31,000 0 24,100 6,900 0
同時期・同箇所における他公共
工事との相互調整により，年度
内完成が困難となったため。

２流域下水道
　建設費

流域下水道建設負
担金

31,538 5,741 6,450 0 6,100 350 19,347
県の建設事業が繰り越しとなった
ため。

274,551 203,754 51,450 0 43,500 7,950 19,347

１汚水事業
　資本的支出

２流域下水道
　建設費

流域下水道建設負
担金

16,738 11,602 5,136 0 5,000 136 0

県の建設事業において，想定外の
位置に埋設物が存在し，調整等に
不測の日数を要したことに伴い，
年度内の事業完了が困難な状況と
なったため。

0

１汚水事業
　資本的支出

１建設改良費

翌年度繰
越額に係
る繰越を
要するた
な卸資産
の 購 入
限 度 額

説明
国庫

補助金
企業債

0

0

地方公営企業法第２６条第２項ただし書の規定による事故繰越額

（単位：千円）

款 項 事業名
予算
計上額

支払義務
発生額

翌年度
繰越額

左の財源内訳

不
用
額

計 0

0

損益勘定
留保資金

令和６年度東海村下水道事業会計予算繰越計算書

説明

（単位：千円）

款 項 事業名
予算
計上額

支払義務
発生額

地方公営企業法第２６条第１項の規定による建設改良費の繰越額

翌年度繰
越額に係
る繰越を
要するた
な卸資産
の 購 入
限 度 額

翌年度
繰越額

国庫
補助金

企業債
損益勘定
留保資金

不
用
額

左の財源内訳
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専決処分第１号  

 

 

 

 議会を招集する時間的余裕がないので，地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により令和６年度東海村一般会計補

正予算（第１１号）を別紙のとおり専決処分する。  

 

 

  令和７年３月３１日  

 

 

東海村長  山 田  修  
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令 和 ６ 年 度  東 海 村 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ １ 号 ）  
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専決処分第１号 

 

令和６年度 東海村一般会計補正予算（第１１号） 
 
 

 令和６年度東海村の一般会計補正予算（第１１号）は，次に定めるところによる。 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ393,247千円を減額し，歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ 

 22,860,354千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳

出予算補正」による。 

 

 

 

 

令和７年３月３１日 専決処分 

 

                          東海村長 山 田  修   
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歳   入 （単位：千円）

2

1 自 動 車 重 量 譲 与 税

2 地 方 揮 発 油 譲 与 税

4

1 配 当 割 交 付 金

5

1 株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金

6

1 法 人 事 業 税 交 付 金

7

1 地 方 消 費 税 交 付 金

9

1 環 境 性 能 割 交 付 金

11

1 地 方 交 付 税

15

1 国 庫 負 担 金

2 国 庫 補 助 金

16

1 県 負 担 金

2 県 補 助 金

17

2 財 産 売 払 収 入

18

1 寄 附 金

19

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

地 方 譲 与 税 183,806 △175 183,631

92,079 △1,607 90,472

28,131 1,432 29,563

配 当 割 交 付 金 32,348 19,522 51,870

32,348 19,522 51,870

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 37,979 34,257 72,236

37,979 34,257 72,236

法 人 事 業 税 交 付 金 109,457 4,028 113,485

109,457 4,028 113,485

地 方 消 費 税 交 付 金 1,070,761 △75,758 995,003

1,070,761 △75,758 995,003

環 境 性 能 割 交 付 金 14,079 379 14,458

14,079 379 14,458

地 方 交 付 税 2,000 15,314 17,314

2,000 15,314 17,314

国 庫 支 出 金 4,517,842 △25,862 4,491,980

1,560,115 △11,000 1,549,115

1,438,853 △14,862 1,423,991

県 支 出 金 1,270,736 △9,765 1,260,971

685,313 △2,919 682,394

467,169 △6,846 460,323

財 産 収 入 52,179 1,123 53,302

13,319 1,123 14,442

寄 附 金 77,001 △16,000 61,001

77,001 △16,000 61,001

繰 入 金 2,933,060 △320,145 2,612,915
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19 2 基 金 繰 入 金

21

5 雑 入

22

1 村 債

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

繰 入 金 2,882,763 △320,145 2,562,618

415,100 △5,100 410,000

　　　　　　　  歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 23,253,601 △393,247 22,860,354

諸 収 入 423,027 △15,065 407,962

355,353 △15,065 340,288

村 債 415,100 △5,100 410,000
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歳   出 （単位：千円）

2

1 総 務 管 理 費

3

1 社 会 福 祉 費

2 児 童 福 祉 費

4 災 害 援 護 資 金 貸 付 金

4

1 保 健 衛 生 費

2 清 掃 費

5

1 農 業 費

6

1 商 工 費

7

2 道 路 橋 梁 費

4 港 湾 費

8

1 消 防 費

9

1 教 育 総 務 費

2 小 学 校 費

3 中 学 校 費

4 幼 稚 園 費

5 社 会 教 育 費

6 保 健 体 育 費

11

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

総 務 費 3,208,100 △63,216 3,144,884

2,751,387 △63,216 2,688,171

民 生 費 8,184,303 △75,993 8,108,310

4,943,385 △30,550 4,912,835

3,238,866 △44,333 3,194,533

2,051 △1,110 941

衛 生 費 2,545,951 △108,110 2,437,841

1,326,083 △84,450 1,241,633

880,239 △23,660 856,579

農 林 水 産 業 費 437,796 △20,856 416,940

437,796 △20,856 416,940

商 工 費 642,332 △7,005 635,327

642,332 △7,005 635,327

土 木 費 3,288,045 △61,550 3,226,495

1,108,321 △61,550 1,046,771

26,412 0 26,412

消 防 費 719,596 △3,988 715,608

719,596 △3,988 715,608

教 育 費 3,503,241 △50,061 3,453,180

529,290 △3,384 525,906

774,298 △13,398 760,900

264,828 △5,100 259,728

469,968 △18,080 451,888

986,484 △6,303 980,181

478,373 △3,796 474,577

公 債 費 208,479 △2,468 206,011
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11 1 公 債 費

                歳          出          合          計 23,253,601 △393,247 22,860,354

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

公 債 費 208,479 △2,468 206,011
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一 般 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書  
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1 総 　括
（単位：千円）

2

4

5

6

7

9

11

15

16

17

18

19

21

22 村 債 415,100 △5,100 410,000

歳　　入　　合　　計 23,253,601 △393,247 22,860,354

繰 入 金 2,933,060 △320,145 2,612,915

諸 収 入 423,027 △15,065 407,962

財 産 収 入 52,179 1,123 53,302

寄 附 金 77,001 △16,000 61,001

国 庫 支 出 金 4,517,842 △25,862 4,491,980

県 支 出 金 1,270,736 △9,765 1,260,971

環 境 性 能 割 交 付 金 14,079 379 14,458

地 方 交 付 税 2,000 15,314 17,314

法 人 事 業 税 交 付 金 109,457 4,028 113,485

地 方 消 費 税 交 付 金 1,070,761 △75,758 995,003

配 当 割 交 付 金 32,348 19,522 51,870

株 式 等 譲 渡 所 得 割 交 付 金 37,979 34,257 72,236

計

地 方 譲 与 税 183,806 △175 183,631

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳   入

款 補 正 前 の 額 補  正  額
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　歳　出 （単位：千円）

補 正 前 の 額 補 正 額 計

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

2 総 務 費 3,208,100 △63,216 3,144,884 △14,408 △16,000 △32,808

3 民 生 費 8,184,303 △75,993 8,108,310 △16,500 △59,493

4 衛 生 費 2,545,951 △108,110 2,437,841 △15,065 △93,045

5 農 林 水 産 業 費 437,796 △20,856 416,940 △6,359 △14,497

6 商 工 費 642,332 △7,005 635,327 △2,400 △4,605

7 土 木 費 3,288,045 △61,550 3,226,495 △2,300 △59,250

8 消 防 費 719,596 △3,988 715,608 △3,988

9 教 育 費 3,503,241 △50,061 3,453,180 △941 △400 △48,720

11 公 債 費 208,479 △2,468 206,011 △2,468

23,253,601 △393,247 22,860,354 △38,208 △5,100 △31,065 △318,874歳　　出　　合　　計

補    正    額    の    財    源    内    訳

款 特    定    財    源
一般財源
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２　歳　入

（単位：千円）（款） 2 （項） 1

金　額

1 92,079 △1,607 1 自動車重量譲与税 △1,607 自動車重量譲与税 △1,607

（款） 2 （項） 2

1 28,131 1,432 1 地方揮発油譲与税 1,432 地方揮発油譲与税 1,432

（款） 4 （項） 1

1 32,348 19,522 1 配当割交付金 19,522 配当割交付金 19,522

（款） 5 （項） 1

1 37,979 34,257 1 株式等譲渡所得割 34,257 株式等譲渡所得割交付金 34,257
交付金

（款） 6 （項） 1

1 109,457 4,028 1 法人事業税交付金 4,028 法人事業税交付金 4,028

（款） 7 （項） 1

1 1,070,761 △75,758 1 地方消費税交付金 △75,758 地方消費税交付金 △75,758

目 補正前の額 補 正 額 計

地方譲与税 自動車重量譲与税

節

区　分
説　　明

自動車重量譲与税 90,472

計 92,079 △1,607 90,472

地方譲与税 地方揮発油譲与税

地方揮発油譲与税 29,563

計 28,131 1,432 29,563

配当割交付金 配当割交付金

配当割交付金 51,870

計 32,348 19,522 51,870

株式等譲渡所得割交付金 株式等譲渡所得割交付金

株式等譲渡所得割 72,236
交付金

計 37,979 34,257 72,236

法人事業税交付金 法人事業税交付金

法人事業税交付金 113,485

計 109,457 4,028 113,485

地方消費税交付金 地方消費税交付金

地方消費税交付金 995,003

計 1,070,761 △75,758 995,003

-24-



（款） 9 （項） 1

金　額

1 14,079 379 1 環境性能割交付金 379 環境性能割交付金 379

（款） 11 （項） 1

1 2,000 15,314 1 地方交付税 15,314 特別交付税 13,914
震災復興特別交付税 1,400

（款） 15 （項） 1

1 1,559,731 △11,000 1 社会福祉費負担金 △11,000 障害福祉サービス等負担金 △11,000

（款） 15 （項） 2

1 825,400 △14,408 1 総務管理費補助金 △14,408 放射線量低減対策特別緊急事業費補助金 △14,408

5 44,469 △454 1 小学校費補助金 △52 特別支援教育就学奨励費補助金 △52

2 中学校費補助金 △402 要保護生徒援助費補助金 △60
特別支援教育就学奨励費補助金 △342

（款） 16 （項） 1

1 685,313 △2,919 1 社会福祉費負担金 △5,500 障害福祉サービス等負担金 △5,500

5 児童福祉費負担金 2,581 子どものための教育・保育給付費負担金過年度分 2,581

目 補正前の額 補 正 額 計

環境性能割交付金 環境性能割交付金

節

区　分
説　　明

環境性能割交付金 14,458

計 14,079 379 14,458

地方交付税 地方交付税

地方交付税 17,314

計 2,000 15,314 17,314

国庫支出金 国庫負担金

民生費国庫負担金 1,548,731

計 1,560,115 △11,000 1,549,115

国庫支出金 国庫補助金

総務費国庫補助金 810,992

教育費国庫補助金 44,015

計 1,438,853 △14,862 1,423,991

県支出金 県負担金

民生費県負担金 682,394

計 685,313 △2,919 682,394
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（款） 16 （項） 2

金　額

4 61,706 △6,359 1 農業費補助金 △6,359 茨城県海岸防災林機能強化事業費補助金 △804
農山漁村発イノベーション整備事業費補助金 △4,864
地域計画策定推進緊急対策事業補助金 △691

6 3,044 △487 2 小学校費補助金 △210 被災児童就学支援等事業補助金 △210

3 中学校費補助金 △277 被災生徒就学支援等事業補助金 △277

（款） 17 （項） 2

1 13,319 1,123 1 不動産売払収入 1,123 土地売払収入 1,123

（款） 18 （項） 1

2 77,000 △16,000 1 ふるさとづくり寄 △16,000 ふるさとづくり寄附金 △16,000
附金

（款） 19 （項） 2

5 2,571,484 △320,145 1 財政調整基金繰入 △320,145 財政調整基金繰入金 △320,145
金

（款） 21 （項） 5

2 329,832 △15,065 1 雑入 △15,065 新型コロナワクチン接種費用助成金 △15,065

目 補正前の額 補 正 額 計

県支出金 県補助金

節

区　分
説　　明

農林水産業費県補 55,347
助金

教育費県補助金 2,557

計 467,169 △6,846 460,323

財産収入 財産売払収入

不動産売払収入 14,442

計 13,319 1,123 14,442

寄附金 寄附金

ふるさとづくり寄 61,000
附金

計 77,001 △16,000 61,001

繰入金 基金繰入金

財政調整基金繰入 2,251,339
金

計 2,882,763 △320,145 2,562,618

諸収入 雑入

雑入 314,767

計 355,353 △15,065 340,288
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（款） 22 （項） 1

金　額

1 89,400 △2,400 1 商工債 △2,400 産業・情報プラザ外装改修事業債 △2,400

2 61,900 △2,300 2 港湾債 △2,300 茨城港常陸那珂港区建設事業負担金債 △2,300

3 263,800 △400 2 社会教育債 △400 文教施設駐車場整備事業債 △400

目 補正前の額 補 正 額 計

村債 村債

節

区　分
説　　明

商工債 87,000

土木債 59,600

教育債 263,400

計 415,100 △5,100 410,000
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３　歳　出

（単位：千円）（款） （項） 1

そ の 他

1 △5,345 813,965 △5,345 1 報 酬 △423 ○総務諸費 △3,508

8 旅 費 △13     郵便料 △2,995

10 需 用 費 △513     マイクロシステム処理業務委

11 役 務 費 △2,995 ○東海村行政不服審査制度運営事

12 委 託 料 △1,401     東海村行政不服審査会委員報
    酬 △63
    行政不服審査専門員報酬 △360
    費用弁償 △13

5 △5,769 198,795 △5,769 10 需 用 費 △5,769 ○庁舎維持管理事業 △5,769
    電気料 △4,735
    施設・設備修繕料 △1,034

6 △25,000 426,402 △16,000 △9,000 12 委 託 料 △9,000 ○ふるさと納税推進事業 △25,000

24 積 立 金 △16,000     ふるさとづくり基金積立金 △16,000

7 △1,724 77,322 △1,724 10 需 用 費 △255 ○交通安全施設整備事業 △1,211

14 工 事 請 負費 △1,211     工事 △1,211

17 備 品 購 入費 △258     電気料 △255
    ＳＤカード購入費 △258

8 △14,659 402,100 △251 12 委 託 料 △14,659 ○放射線量低減対策特別緊急事業 △14,659
    環境省除染廃棄物等状況調査
    ・分析実証事業委託料 △11,095
    環境省除去土壌埋立処分実証
    事業等委託料 △3,564

目 補正前の額 補 正 額 計

2 総務費 総務管理費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

一般管理 819,310
    封筒印刷代 △513費

○マイクロシステム推進事業 △1,401

    託料 △1,401

  業 △436

財産管理 204,564
費

企画費 451,402
    ふるさと納税推進業務委託料 △9,000

交通安全 79,046
    交通安全施設・防犯灯等設置対策費

○街頭防犯カメラ管理運営事業 △513

原子力対 416,759 △14,408
策費
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（款） （項） 1

そ の 他

9 △1,265 28,792 △1,265 14 工 事 請 負費 △1,265 ○防災無線放送施設整備管理事業 △1,265
    防災行政無線屋外拡声子局設
    備更新工事 △1,265

12 △1,055 26,356 △1,055 10 需 用 費 △1,055 ○避難生活物資備蓄事業 △1,055
    消耗品費 △1,055

14 △1,142 56,497 △1,142 18 負担金､補助 △1,142 ○単位自治会交付金交付事業 △1,142
及 び 交 付金     単位自治会交付金 △1,142

15 △7,257 206,808 △7,257 10 需 用 費 △7,257 ○コミュニティセンター維持管理
  事業 △7,257
    電気料 △6,257
    施設・設備修繕料 △1,000

（款） （項） 1

2 △2,030 658,349 △2,030 18 負担金､補助 △2,030 ○外出支援タクシー利用料金助成
及 び 交 付金   事業 △1,000

    外出支援タクシー利用料金助
    成金 △1,000
○ケアマネジャー資格取得支援事
  業 △1,030
    ケアマネジャー資格取得，更
    新費用補助金 △1,030

3 △28,520 1,195,052 △12,020 18 負担金､補助 △2,020 ○障害福祉サービス事業 △22,000
及 び 交 付金     自立支援給付費 △22,000

19 扶 助 費 △26,500     更生医療費 △3,500
○外出支援タクシー利用料金助成

目 補正前の額 補 正 額 計

2 総務費 総務管理費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

無線放送 30,057
施設費

防災対策 27,411
費

自治推進 57,639
費

コミュニ 214,065
ティセン
ター費

計 2,751,387 △63,216 2,688,171 △14,408 △16,000 △32,808

3 民生費 社会福祉費

老人福祉 660,379
費

障害福祉 1,223,572 △16,500
費

○自立支援等医療費支給事業 △3,500
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（款） （項） 1

そ の 他

  事業 △1,000
    外出支援タクシー利用料金助
    成金 △1,000
○難聴者補聴器購入費助成事業 △1,000
    難聴者補聴器購入費助成金 △1,000
○介護人材確保・支援事業 △1,020
    介護人材確保・支援事業費補
    助金 △1,020

（款） （項） 2

1 △14,072 1,251,445 △14,072 1 報 酬 △2,300 ○要保護児童等対策事業 △2,300

18 負担金､補助 △9,552 ○民間学童クラブ運営費補助事業 △2,161
及 び 交 付金     民間学童クラブ運営費補助金 △2,161

19 扶 助 費 △2,220     民間保育所等運営費補助金 △4,580
○地域子育て支援センター補助事
  業（重層的支援体制） △2,811
    地域子育て支援センター事業
    費補助金 △2,811
○母子・父子家庭家賃助成事業 △2,220
    東海村母子・父子家庭家賃助
    成金 △2,220

2 △19,000 676,495 △19,000 19 扶 助 費 △19,000 ○児童手当支払事業 △19,000
    児童手当 △19,000

3 △11,261 1,266,593 △11,261 1 報 酬 △9,561 ○保育所管理事業 △5,131

10 需 用 費 △1,700 ○舟石川保育所運営事業 △500

目 補正前の額 補 正 額 計

3 民生費 社会福祉費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

計 4,943,385 △30,550 4,912,835 △16,500 △14,050

3 民生費 児童福祉費

児童福祉 1,265,517
    一般職報酬 △2,300総務費

○民間保育所等運営補助事業 △4,580

児童措置 695,495
費

児童福祉 1,277,854
    保育士等報酬 △5,131施設費
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（款） （項） 2

そ の 他

    賄材料費 △500
○とうかい村松宿こども園運営事
  業 △1,200
    賄材料費 △1,200
○とうかい村松宿こども園子育て
  支援ｾﾝﾀｰ運営事業(重層的支援
  体制) △1,323
    保育士等報酬 △1,323
○とうかい村松宿こども園一時保
  育事業 △3,107
    保育士等報酬 △3,107

（款） （項） 4

1 △1,110 941 △1,110 22 償還金､利子 △1,110 ○災害援護資金貸付事業 △1,110
及 び 割 引料     災害援護資金貸付金償還元金 △1,110

（款） （項） 1

1 △9,850 446,283 △9,850 1 報 酬 △4,316 ○妊産婦・乳幼児健康診査事業 △3,000

3 職 員 手 当等 △1,396 ○保健衛生諸費 △6,850

4 共 済 費 △931     一般職期末手当 △1,396

8 旅 費 △207     会計年度任用職員共済組合負

12 委 託 料 △3,000     費用弁償 △146

目 補正前の額 補 正 額 計

3 民生費 児童福祉費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

計 3,238,866 △44,333 3,194,533 △44,333

3 民生費 災害援護資金貸付金

災害援護 2,051
資金貸付

金

計 2,051 △1,110 941 △1,110

4 衛生費 保健衛生費

保健衛生 456,133
    妊産婦・乳児健康診査委託料 △3,000総務費

    一般職報酬 △4,316

    社会保険料負担金 △568

    担金 △363
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（款） （項） 1

そ の 他

    普通旅費 △61

2 △58,348 251,386 △15,065 △43,283 12 委 託 料 △52,282 ○予防接種事業 △52,282

19 扶 助 費 △6,066 ○インフルエンザ予防接種費用助
  成事業 △6,066
    インフルエンザ予防接種費用
    助成金 △6,066

5 △12,696 86,949 △12,696 12 委 託 料 △12,696 ○一般健康診査事業 △12,696
    健康診査（集団）委託料 △11,016
    施設健康診査委託料 △1,680

7 △1,200 22,307 △1,200 14 工 事 請 負費 △1,200 ○須和間霊園維持管理事業 △1,200
    小規模工事 △1,200

8 △2,356 40,199 △2,356 1 報 酬 △1,296 ○高齢者の保健事業と介護予防等

3 職 員 手 当等 △1,060     一般職報酬 △1,296
    一般職期末手当 △1,060

（款） （項） 2

2 △22,360 673,738 △22,360 10 需 用 費 △5,417 ○ごみ処理諸費 △6,600

12 委 託 料 △10,165     託料 △300

14 工 事 請 負費 △3,318     不燃物等処理業務委託料 △4,400

18 負担金､補助 △3,460     託料 △100
及 び 交 付金     不燃性残渣運搬処分業務委託

目 補正前の額 補 正 額 計

4 衛生費 保健衛生費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

予防費 309,734
    予防接種委託料 △52,282

健康増進 99,645
事業費

霊園費 23,507

後期高齢 42,555
  の一体的な実施事業 △2,356者保健事

業費

計 1,326,083 △84,450 1,241,633 △15,065 △69,385

4 衛生費 清掃費

ごみ処理 696,098
    木製家具等リサイクル業務委費

    小型家電処理委託料 △800

    剪定枝葉等リサイクル業務委
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（款） （項） 2

そ の 他

    料 △1,000
○清掃センター管理運営事業 △5,165
    電気料 △1,600
    清掃センター長寿命化工事設
    計業務委託料 △3,290
    清掃センター環境調査業務委
    託料 △275
○最終処分場管理運営事業 △4,195
    電気料 △877
    小規模工事 △750
    汚泥供給ポンプＮｏ．１及び
    Ｎｏ．２更新工事 △2,568
○ごみ袋指定推進事業 △2,940
    消耗品費 △2,940
○ひたちなか・東海クリーンセン
  ター運営負担金支払事業 △3,460
    ひたちなか・東海クリーンセ
    ンター運営業務負担金 △2,000
    ひたちなか・東海クリーンセ
    ンター調査関連業務負担金 △1,460

3 △1,300 129,110 △1,300 12 委 託 料 △1,300 ○衛生センター管理運営事業 △1,300
    脱水汚泥運搬処理業務委託料 △1,300

（款） （項） 1

3 △8,617 52,471 △8,617 18 負担金､補助 △8,617 ○集落転作実践地区育成補助事業 △522
及 び 交 付金     集落転作実践地区育成事業補

    助金 △522
○転作奨励補助事業 △8,095
    転作奨励補助金 △8,095

目 補正前の額 補 正 額 計

4 衛生費 清掃費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

し尿処理 130,410
費

計 880,239 △23,660 856,579 △23,660

5 農林水産業費 農業費

農業振興 61,088
費
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（款） （項） 1

そ の 他

4 △9,542 106,118 △3,183 7 報 償 費 △180 ○農業振興諸費 △472

8 旅 費 △472 ○海岸防災林機能強化事業 △1,609

12 委 託 料 △2,210     料 △1,609

18 負担金､補助 △6,680     ＪＡ営農支援補助金 △157
及 び 交 付金 ○東海村農産物販売奨励事業 △1,660

    東海村農産物販売奨励補助金 △1,660
○地域計画策定推進事業 △781
    研修会講師謝礼 △180
    地域計画策定推進支援業務委
    託料 △601
○農山漁村発イノベーション整備
  事業 △4,863
    農山漁村発イノベーション整
    備事業補助金 △4,863

5 △2,697 125,073 △2,697 12 委 託 料 △1,713 ○農業土木諸費 △180

14 工 事 請 負費 △804 ○排水機場管理事業 △2,517

15 原 材 料 費 △180     新川排水ゲート操作委託料 △120
    排水機場除塵機清掃委託料 △324
    維持修繕工事 △804

（款） （項） 1

2 △6,067 488,696 △3,667 14 工 事 請 負費 △1,230 ○村商工会補助事業 △1,000

18 負担金､補助 △4,837 ○企業立地支援事業 △600

目 補正前の額 補 正 額 計

5 農林水産業費 農業費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

農業政策 115,660 △6,359
    普通旅費 △472費

    海岸防災林機能強化業務委託

○ＪＡ営農支援補助事業 △157

農地費 127,770
    原材料費 △180

    排水機場操作委託料 △1,269

計 437,796 △20,856 416,940 △6,359 △14,497

6 商工費 商工費

商工振興 494,763 △2,400
    村商工会補助金 △1,000費

-34-



（款） （項） 1

そ の 他

及 び 交 付金     企業立地奨励金 △200
    雇用促進奨励金 △400
○産業・情報プラザ施設維持管理
  事業 △1,230
    外装改修工事 △1,230
○宿泊施設等物価高騰対策支援事
  業 △3,237
    環境整備支援補助金 △3,237

3 △938 55,089 △938 10 需 用 費 △81 ○観光振興諸費 △81

12 委 託 料 △857 ○観光施設管理運営事業 △857
    観光施設管理委託料 △857

（款） （項） 2

2 △2,447 339,937 △2,447 12 委 託 料 △2,447 ○道路維持管理事業 △2,447
    村道凍結対策委託料 △1,352
    除草委託料 △1,095

3 △59,103 584,627 △59,103 12 委 託 料 △4,011 ○道路新設改良舗装事業 △59,103

18 負担金､補助 △52,579     村道用地取得事務委託料 △347
及 び 交 付金     白方街道踏切歩道設置工事負

21 補 償 、 補 填 △2,513     踏切歩道設置に伴う補償金 △2,513
及 び 賠 償金

目 補正前の額 補 正 額 計

6 商工費 商工費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

観光費 56,027
    観光パンフレット等印刷代 △81

計 642,332 △7,005 635,327 △2,400 △4,605

7 土木費 道路橋梁費

道路維持 342,384
費

道路新設 643,730
    道路基礎調査及び設計委託料 △3,664改良費

    担金 △52,579

計 1,108,321 △61,550 1,046,771 △61,550
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（款） （項） 4

そ の 他

1 0 26,412 2,300 ○港湾整備負担金支払事業
    財源振替

（款） （項） 1

1 △3,988 667,827 △3,988 18 負担金､補助 △3,988 ○消防業務諸費 △3,988
及 び 交 付金     ひたちなか・東海広域事務組

    合負担金 △3,988

（款） （項） 1

2 △3,384 199,889 △3,384 18 負担金､補助 △3,384 ○東海村奨学金返還支援事業 △3,384
及 び 交 付金     東海村奨学金返還支援補助金 △3,384

（款） （項） 2

1 △13,398 759,943 △13,136 10 需 用 費 △3,300 ○小学校運営管理事業 △4,937

11 役 務 費 △1,637     小学校除草作業派遣手数料 △1,637

12 委 託 料 △6,253     電話設備改修工事 △1,188

14 工 事 請 負費 △1,188   用事業 △1,069

19 扶 助 費 △1,020     託料 △1,069
○就学奨励事業 △1,020
    特別支援教育就学奨励費扶助
    費 △106

目 補正前の額 補 正 額 計

7 土木費 港湾費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

港湾費 26,412 △2,300

計 26,412 0 26,412 △2,300 2,300

8 消防費 消防費

常備消防 671,815
費

計 719,596 △3,988 715,608 △3,988

9 教育費 教育総務費

事務局費 203,273

計 529,290 △3,384 525,906 △3,384

9 教育費 小学校費

学校管理 773,341 △262
    電気料 △3,300費

○小学校施設整備事業 △1,188

○小学校コンピュータ機器整備運

    校務支援システム構築業務委
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（款） （項） 2

そ の 他

    要保護及び準要保護児童就学
    援助費 △914
○小学校給食運営管理事業 △5,184
    給食調理業務委託料 △5,184

（款） （項） 3

1 △5,100 259,310 △4,421 10 需 用 費 △3,000 ○中学校運営管理事業 △3,784

11 役 務 費 △784     中学校除草作業派遣手数料 △784

19 扶 助 費 △1,316     特別支援教育就学奨励費扶助
    費 △683
    要保護及び準要保護生徒就学
    援助費 △633

（款） （項） 4

1 △18,080 451,888 △18,080 1 報 酬 △11,155 ○幼稚園管理事業 △14,761

4 共 済 費 △2,306     公立学校共済組合負担金 △1,020

12 委 託 料 △3,319     小規模工事 △1,300

14 工 事 請 負費 △1,300     昼食提供業務委託料 △3,319

目 補正前の額 補 正 額 計

9 教育費 小学校費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

計 774,298 △13,398 760,900 △262 △13,136

9 教育費 中学校費

学校管理 264,410 △679
    電気料 △3,000費

○就学奨励事業 △1,316

計 264,828 △5,100 259,728 △679 △4,421

9 教育費 幼稚園費

園管理費 469,968
    幼稚園講師等報酬 △11,155

    社会保険料負担金 △1,286

○村松幼稚園運営事業 △3,319

計 469,968 △18,080 451,888 △18,080
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（款） （項） 5

そ の 他

1 △2,931 522,333 △2,531 10 需 用 費 △1,631 ○歴史と未来の交流館管理運営事

14 工 事 請 負費 △1,300     電気料 △555
    施設・設備修繕料 △1,076
○文教地区駐車場整備事業 △1,300
    文教地区駐車場整備１期工事 △1,300

2 △1,743 68,847 △1,743 2 給 料 △1,743 ○石神城跡史跡整備事業 △1,743
    会計年度任用職員給 △1,743

4 △1,629 143,092 △1,629 18 負担金､補助 △1,629 ○駅コミュニティ施設管理運営事
及 び 交 付金   業 △1,629

    東海駅自由通路修繕に伴う調
    査設計負担金 △1,629

（款） （項） 6

2 △3,796 232,681 △3,796 12 委 託 料 △2,336 ○スポーツ施設管理運営事業 △3,796

13 使 用 料 及び △408     置工事設計業務委託料 △1,511
賃 借 料     スイミングプラザ長寿命化対

14 工 事 請 負費 △1,052     防犯カメラ賃借料 △408
    総合体育館電気設備改修工事 △722
    スイミングプラザ電気設備更
    新工事 △330

目 補正前の額 補 正 額 計

9 教育費 社会教育費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

社会教育 525,264 △400
  業 △1,631総務費

文化振興 70,590
費

駅コミュ 144,721
ニティ施
設費

計 986,484 △6,303 980,181 △400 △5,903

9 教育費 保健体育費

社会体育 236,477
    総合体育館空調・換気設備設費

    策工事実施設計業務委託料 △825

計 478,373 △3,796 474,577 △3,796
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（款） （項） 1

そ の 他

2 △2,468 8,214 △2,468 22 償還金､利子 △2,468 ○地方債利子及び一時借入金利子
及 び 割 引料   償還事業 △2,468

    地方債利子 △2,468

目 補正前の額 補 正 額 計

11 公債費 公債費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明

△2,468

利子 10,682

計 208,479 △2,468 206,011
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専決処分第２号 

 

 

 

 議会を招集する時間的余裕がないので，地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により東海村税条例の一部を改正す

る条例を別紙のとおり専決処分する。 

 

 

  令和７年３月３１日     

 

 

東海村長  山 田  修  
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東海村税条例の一部を改正する条例 

 

 

 

東海村税条例（昭和３７年東海村条例第１２号）の一部を次のように

改正する。 

第１８条中「は，」の次に「公示事項（同条第２項に規定する公示事 

項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２９

年総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に

規定する方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く

措置をとるとともに，公示事項が記載された書面を」を加え，「掲示し

て行う」を「掲示し，又は公示事項を村の事務所に設置した電子計算機

の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置をと

ることによってする」に改める。 

第１８条の３中「地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。 

以下「施行規則」という。）」を「施行規則」に改める。 

第３４条の２中「又は扶養控除額」を「，扶養控除額又は特定親族特 

別控除額」に改める。 

第３６条の２第１項ただし書中「若しくは法第３１４条の２第４項」 

を「，法第３１４条の２第４項」に改め，「扶養控除額」の次に「若しく

は特定親族特別控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規定する特定

親族をいう。第３６条の３の２第１項第３号及び第３６条の３の３第１

項において同じ。）（前年の合計所得金額が８５万円以下であるものに

限る。）に係るものを除く。）」を加え，同条第８項中「第２条第１５

項」を「第２条第１６項」に改める。 

第３６条の３の２第１項第３号中「扶養親族」の次に「又は特定親族」 

を加える。 

第３６条の３の３第１項中「者に限る。）」の次に「若しくは特定親 

族（退職手当等に係る所得を有する者であって，合計所得金額が８５万

円以下であるものに限る。）」を加え，同項第３号中「扶養親族」の次

に「又は特定親族」を加える。 
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第６３条の２第１項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に 

改める。 

第８２条第１号ア中「エ」を「ウ及びオ」に改め，同号イ中「又は」を 

「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め，同号エを同号オとし，同

号ウ中「又は」を「（ウに掲げるものを除く。）又は」に改め，同号ウを

同号エとし，同号イの次に次のように加える。 

ウ ２輪のもので，総排気量が０．１２５リットル以下かつ最

高出力が４．０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

第８９条第２項第２号中「第２条第１５項」を「第２条第１６項」に 

改め，同項第５号中「定格出力」の次に「（第８２条第１号ウに掲げる

原動機付自転車にあっては，原動機の総排気量及び最高出力）」を加え

る。 

第９０条第２項中「身体障害者又は」を「身体障害者若しくは」に，

「を提示」を「又はこれらの者の特定免許情報（同法第９５条の２第２

項に規定する特定免許情報をいう。次項において同じ。）が記録された

免許情報記録個人番号カード（同法第９５条の２第４項に規定する免許

情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。）を提示」に改め，

同項第５号中「の番号，交付年月日及び」を「又は道路交通法第９５条

の２第２項第１号に規定する免許情報記録（以下この号において「免許

情報記録」という。）の番号，運転免許の年月日，運転免許証又は免許

情報記録の」に改め，同条中第４項を第５項とし，第３項を第４項とし，

第２項の次に次の１項を加える。 

３ 前項の場合において，免許情報記録個人番号カードを掲示したとき

は，当該免許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確

認するために必要な措置を受けなければならない。 

第１３９条の３第２項第１号中「第２条第１５項」を「第２条第１６ 

項」に改める。 

第１４７条第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

附則第１０条の２第２２項中「附則第１５条第３７項」を「附則第１ 

５条第３６項」に改め，同条第２３項中「附則第１５条第３８項」を「附

則第１５条第３７項」に改め，同条第２４項中「附則第１５条第４１項」
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を「附則第１５条第４０項」に改め，同条第２５項中「附則第１５条第

４２項」を「附則第１５条第４１項」に改める。 

附則第１０条の３第１５項を同条第１６項とし，同条第１４項を同 

条第１５項とし，同条第１３項の次に次の１項を加える。 

１４ 村長は，法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンショ

ンに係る区分所有に係る家屋については，前項の申告書の提出がなか

った場合においても，マンションの管理の適正化の推進に関する法律

（平成１２年法律第１４９号）第５条の２第１項に規定する管理組合

の管理者等から法附則第１５条の９の３第２項に規定する期間内に施

行規則附則第７条第１７項各号に掲げる書類の提出がされ，かつ，当

該特定マンションが法附則第１５条の９の３第１項に規定する要件に

該当すると認められるときは，前項の規定にかかわらず，同条第１項

の規定を適用することができる。 

附則第１０条の４及び第１０条の５を削る。 

附則第１０条の６第１項中「附則第１６条の４第１項」を「附則第１ 

６条の２第１項」に，「附則第１６条の４第６項」を「附則第１６条の

２第６項」に改め，同項第１号中「附則第１２条の６第１項第３号」を

「附則第１２条の４第１項第３号」に改め，同条第２項中「附則第１６

条の４第１項」を「附則第１６条の２第１項」に，「令和５年度分及び

令和６年度分」を「令和７年度分及び令和８年度分」に改め，同条第３

項中「附則第１６条の４第４項」を「附則第１６条の２第４項」に改め，

同項第３号及び第５号中「附則第１６条の４第３項」を「附則第１６条

の２第３項」に改め，同条第４項中「附則第１６条の４第９項」を「附

則第１６条の２第９項」に改め，同条を附則第１０条の４とする。 

附則第１６条の２の次に次の１条を加える。 

（加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第１６条の２の２ 令和８年４月１日以後に第９２条の２第１項の売渡

し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」

という。）が行われた加熱式たばこ（第９２条第１号オに掲げる加熱

式たばこをいい，第９３条の２の規定により製造たばことみなされる

ものを含む。以下この条において同じ。）に係る第９４条第１項の製
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造たばこの本数は，同条第３項の規定にかかわらず，当分の間，次の

各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める方法により換算した紙巻

たばこ（第９２条第１号アに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及

び次項において同じ。）の本数によるものとする。 

（１） 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこを     

いう。）を原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類

する材料のもので巻いた加熱式たばこ（当該葉たばこを原料の

全部又は一部としたものを施行規則附則第８条の４の２に規定

するところにより直接加熱することによって喫煙の用に供され

るものに限る。） 当該加熱式たばこの重量（フィルターその

他の施行規則附則第８条の４の３に規定するものに係る部分の

重量を除く。以下この項から第３項までにおいて同じ。）の０．

３５グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし，

当該加熱式たばこの１本当たりの重量が０．３５グラム未満で

ある場合にあっては，当該加熱式たばこの１本をもって紙巻た

ばこの１本に換算する方法 

（２） 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの

重量の０．２グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。

ただし，当該加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量が４

グラム未満である場合にあっては，当該加熱式たばこの品目ご

との１個をもって紙巻たばこの２０本に換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の

適用を受けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの

以外のものの重量を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は，

売渡し等が行われた加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当

該加熱式たばこの品目ごとの数量を乗じて得た重量を同項各号に掲げ

る区分ごとに合計し，その合計重量を紙巻たばこの本数に換算する方

法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し，同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの

重量に０．１グラム未満の端数がある場合には，その端数を切り捨て

るものとする。 
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４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により製

造たばことみなされるものに限る。）のうち，次に掲げるものについ

ては，同号ただし書の規定は，適用しない。 

（１） 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供さ

れるもの 

（２） 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定に

より製造たばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用

に供される加熱式たばこ（同条の規定により製造たばことみな

されるものに限る。）であって当該加熱式たばこのみの品目の

もの 

   附 則 

（施行期日） 

第１条 この条例は，令和７年４月１日から施行する。ただし，次の各 

号に掲げる規定は，当該各号に定める日から施行する。 

（１） 第３４条の２，第３６条の２第１項ただし書，第３６条の３

の２第１項第３号及び第３６条の３の３第１項の改正規定並び

に附則第３条の規定 令和８年１月１日 

（２） 附則第１６条の２の次に１条を加える改正規定及び附則第６

条の規定 令和８年４月１日 

（３） 第１８条及び第１８条の３の改正規定並びに次条の規定 地

方税法の一部を改正する法律（令和５年法律第１号）附則第１

条第１２号に掲げる規定の施行の日 

 （公示送達に関する経過措置） 

第２条 この条例による改正後の東海村税条例（以下「新条例」という。） 

第１８条の規定は，前条第３号に掲げる規定の施行の日以後にする公 

示送達について適用し，同日前にした公示送達については，なお従前 

の例による。 

 （村民税に関する経過措置） 

第３条 新条例第３４条の２及び第３６条の２第１項ただし書の規定は， 

令和８年度以後の年度分の個人の村民税について適用し，令和７年度 

分までの個人の村民税については，なお従前の例による。 
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２ 令和８年度分の個人の村民税に係る申告書の提出に係る新条例第３ 

６条の２第１項の規定の適用については，同項ただし書中「特定親族 

特別控除額（特定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をい 

う。第３６条の３の２第１項第３号及び第３６条の３の３第１項にお 

いて同じ。）（前年の合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。） 

に係るものを除く。）」とあるのは，「特定親族特別控除額」とする。 

３ 新条例第３６条の３の２第１項の規定は，附則第１条第１号に掲げ 

る規定の施行の日（以下「１号施行日」という。）以後に支払を受け 

るべき新条例第３６条の２第１項ただし書に規定する給与について提 

出する新条例第３６条の３の２第１項及び第３項の規定による申告書 

について適用し，１号施行日前に支払を受けるべきこの条例による改 

正前の東海村税条例（以下「旧条例」という。）第３６条の２第１項 

ただし書に規定する給与について提出した旧条例第３６条の３の２第 

１項及び第３項の規定による申告書については，なお従前の例による。 

４ 新条例第３６条の３の３第１項の規定は，１号施行日以後に支払を 

受けるべき所得税法（昭和４０年法律第３３号）第２０３条の６第１ 

項に規定する公的年金等（同法第２０３条の７の規定の適用を受ける 

ものを除く。以下この項において「公的年金等」という。）について 

提出する新条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書について 

適用し，１号施行日前に支払を受けるべき公的年金等について提出し 

た旧条例第３６条の３の３第１項の規定による申告書については，な 

お従前の例による。 

 （固定資産税に関する経過措置） 

第４条 新条例の規定中固定資産税に関する部分は，令和７年度以後の 

年度分の固定資産税について適用し，令和６年度分までの固定資産税 

については，なお従前の例による。 

 （軽自動車税に関する経過措置） 

第５条 新条例第８２条（第１号に係る部分に限る。）の規定は，令和 

７年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し，令和６年 

度分までの軽自動車税の種別割については，なお従前の例による。 

 （村たばこ税に関する経過措置） 
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第６条 次項に定めるものを除き，附則第１条第２号に掲げる規定の施 

行の日前に課した，又は課すべきであった加熱式たばこ（新条例附則 

第１６条の２の２第１項に規定する加熱式たばこをいう。次項におい 

て同じ。）に係る村たばこ税については，なお従前の例による。 

２ 令和８年４月１日から同年９月３０日までの間に，東海村税条例第 

９２条の２第１項の売渡し又は同条第２項の売渡し若しくは消費等が 

行われた加熱式たばこに係る同条例第９４条第１項の製造たばこの本 

数は，同条第３項及び新条例附則第１６条の２の２の規定にかかわら 

ず，次に掲げる製造たばこの本数の合計数によるものとする。 

（１） 東海村税条例第９４条第３項の規定により換算した紙巻たば

こ（新条例附則第１６条の２の２第１項に規定する紙巻たばこ

をいう。次号において同じ。）の本数に０．５を乗じて計算し

た製造たばこの本数 

（２） 新条例附則第１６条の２の２の規定により換算した紙巻たば

この本数に０．５を乗じて計算した製造たばこの本数 

３ 前項各号に掲げる製造たばこの本数に１本未満の端数がある場合に 

は，その端数を切り捨てるものとする。 
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東海村税条例新旧対照表 

現 行 改正案 

第１条～第１７条 （略） 第１条～第１７条 （略） 

（公示送達） （公示送達） 

第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は，東海村公告式条例（昭和３０

年東海村条例第１号）第２条に規定する掲示場に掲示して行うものとする。 

第１８条 法第２０条の２の規定による公示送達は，公示事項（同条第２項に規定

する公示事項をいう。以下この条において同じ。）を地方税法施行規則（昭和２

９年総理府令第２３号。以下「施行規則」という。）第１条の８第１項に規定す

る方法により不特定多数の者が閲覧することができる状態に置く措置をとると

ともに，公示事項が記載された書面を東海村公告式条例（昭和３０年東海村条例

第１号）第２条に規定する掲示場に掲示し，又は公示事項を村の事務所に設置し

た電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措

置をとることによってするものとする。 

第１８条の２ （略） 第１８条の２ （略） 

（納税証明事項） （納税証明事項） 

第１８条の３ 地方税法施行規則（昭和２９年総理府令第２３号。以下「施行規則」

という。）第１条の９第２号に規定する事項は，道路運送車両法（昭和２６年法

律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪の小型自動

車について天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納している場合にお

いてその旨とする。 

第１８条の３ 施行規則第１条の９第２号に規定する事項は，道路運送車両法（昭

和２６年法律第１８５号）第５９条第１項に規定する検査対象軽自動車又は２輪

の小型自動車について天災その他やむを得ない事由により種別割を滞納してい

る場合においてその旨とする。 

第１８条の４～第３４条 （略） 第１８条の４～第３４条 （略） 

（所得控除） （所得控除） 

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号のいずれかに

掲げる者に該当する場合には，同条第１項及び第３項から第１１項までの規定に

より雑損控除額，医療費控除額，社会保険料控除額，小規模企業共済等掛金控除

額，生命保険料控除額，地震保険料控除額，障害者控除額，寡婦控除額，ひとり

親控除額，勤労学生控除額，配偶者控除額，配偶者特別控除額又は扶養控除額を，

第３４条の２ 所得割の納税義務者が法第３１４条の２第１項各号のいずれかに

掲げる者に該当する場合には，同条第１項及び第３項から第１１項までの規定に

より雑損控除額，医療費控除額，社会保険料控除額，小規模企業共済等掛金控除

額，生命保険料控除額，地震保険料控除額，障害者控除額，寡婦控除額，ひとり

親控除額，勤労学生控除額，配偶者控除額，配偶者特別控除額，扶養控除額又は
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前年の合計所得金額が２，５００万円以下である所得割の納税義務者について

は，同条第２項，第６項及び第１１項の規定により基礎控除額をそれぞれの者の

前年の所得について算定した総所得金額，退職所得金額又は山林所得金額から控

除する。 

特定親族特別控除額を，前年の合計所得金額が２，５００万円以下である所得割

の納税義務者については，同条第２項，第６項及び第１１項の規定により基礎控

除額をそれぞれの者の前年の所得について算定した総所得金額，退職所得金額又

は山林所得金額から控除する。 

第３４条の３～第３６条 （略） 第３４条の３～第３６条 （略） 

（村民税の申告） （村民税の申告） 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は，３月１５日までに，施行規則

第５号の４様式（別表）による申告書を村長に提出しなければならない。ただし，

法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金

等支払報告書を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的

年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを

除く。），小規模企業共済等掛金控除額，生命保険料控除額，地震保険料控除額，

勤労学生控除額，配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金額

が９００万円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２

に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下で

あるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。）若

しくは法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額の控除又はこれらと併せ

て雑損控除額若しくは医療費控除額の控除，法第３１３条第８項に規定する純損

失の金額の控除，同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若し

くは第３４条の７の規定により控除すべき金額（以下この条において「寄附金税

額控除額」という。）の控除を受けようとするものを除く。以下この条において

「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第２４条第２項に規

定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（２）に掲げる者を除く。）

については，この限りでない。 

第３６条の２ 第２３条第１項第１号に掲げる者は，３月１５日までに，施行規則

第５号の４様式（別表）による申告書を村長に提出しなければならない。ただし，

法第３１７条の６第１項又は第４項の規定により給与支払報告書又は公的年金

等支払報告書を提出する義務がある者から１月１日現在において給与又は公的

年金等の支払を受けている者で前年中において給与所得以外の所得又は公的年

金等に係る所得以外の所得を有しなかったもの（公的年金等に係る所得以外の所

得を有しなかった者で社会保険料控除額（令第４８条の９の７に規定するものを

除く。），小規模企業共済等掛金控除額，生命保険料控除額，地震保険料控除額，

勤労学生控除額，配偶者特別控除額（所得割の納税義務者（前年の合計所得金額

が９００万円以下であるものに限る。）の法第３１４条の２第１項第１０号の２

に規定する自己と生計を一にする配偶者（前年の合計所得金額が９５万円以下で

あるものに限る。）で控除対象配偶者に該当しないものに係るものを除く。），

法第３１４条の２第４項に規定する扶養控除額若しくは特定親族特別控除額（特

定親族（同条第１項第１２号に規定する特定親族をいう。第３６条の３の２第１

項第３号及び第３６条の３の３第１項において同じ。）（前年の合計所得金額が

８５万円以下であるものに限る。）に係るものを除く。）の控除又はこれらと併

せて雑損控除額若しくは医療費控除額の控除，法第３１３条第８項に規定する純

損失の金額の控除，同条第９項に規定する純損失若しくは雑損失の金額の控除若

しくは第３４条の７の規定により控除すべき金額（以下この条において「寄附金

税額控除額」という。）の控除を受けようとするものを除く。以下この条におい

て「給与所得等以外の所得を有しなかった者」という。）及び第２４条第２項に
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規定する者（施行規則第２条の２第１項の表の上欄の（２）に掲げる者を除く。）

については，この限りでない。 

２～７ （略） ２～７ （略） 

８ 村長は，村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には，新たに第２

３条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することとなった者に，当該該当

することとなった日から１０日以内に，その名称，代表者又は管理人の氏名，主

たる事務所又は事業所の所在，当該村内に有する事務所，事業所又は寮等の所在，

法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１５項に規定する法人番号をいう。以

下村民税について同じ。），当該該当することとなった日その他必要な事項を申

告させることができる。 

８ 村長は，村民税の賦課徴収について必要があると認める場合には，新たに第２

３条第１項第３号又は第４号に掲げる者に該当することとなった者に，当該該当

することとなった日から１０日以内に，その名称，代表者又は管理人の氏名，主

たる事務所又は事業所の所在，当該村内に有する事務所，事業所又は寮等の所在，

法人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する

法律（平成２５年法律第２７号）第２条第１６項に規定する法人番号をいう。以

下村民税について同じ。），当該該当することとなった日その他必要な事項を申

告させることができる。 

第３６条の３ （略） 第３６条の３ （略） 

（個人の村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） （個人の村民税に係る給与所得者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申告

書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」という。）

で村内に住所を有するものは，当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定す

る給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最初

に給与の支払を受ける日の前日までに，施行規則で定めるところにより，次に掲

げる事項を記載した申告書を，当該給与支払者を経由して，村長に提出しなけれ

ばならない。 

第３６条の３の２ 所得税法第１９４条第１項の規定により同項に規定する申告

書を提出しなければならない者（以下この条において「給与所得者」という。）

で村内に住所を有するものは，当該申告書の提出の際に経由すべき同項に規定す

る給与等の支払者（以下この条において「給与支払者」という。）から毎年最初

に給与の支払を受ける日の前日までに，施行規則で定めるところにより，次に掲

げる事項を記載した申告書を，当該給与支払者を経由して，村長に提出しなけれ

ばならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 扶養親族の氏名 （３） 扶養親族又は特定親族の氏名 

（４） （略） （４） （略） 

２～６ （略） ２～６ （略） 

（個人の村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） （個人の村民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書） 

第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する 第３６条の３の３ 所得税法第２０３条の６第１項の規定により同項に規定する
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申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公

的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この

項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって，特定配偶者（所

得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己

と生計を一にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限

る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって，合計所得金額

が９５万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養

親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得

を有する者に限る。）を有する者（以下この条において「公的年金等受給者」と

いう。）で村内に住所を有するものは，当該申告書の提出の際に経由すべき所得

税法第２０３条の６第１項に規定する公的年金等の支払者（以下この条において

「公的年金等支払者」という。）から毎年最初に公的年金等の支払を受ける日の

前日までに，施行規則で定めるところにより，次に掲げる事項を記載した申告書

を，当該公的年金等支払者を経由して，村長に提出しなければならない。 

申告書を提出しなければならない者又は法の施行地において同項に規定する公

的年金等（所得税法第２０３条の７の規定の適用を受けるものを除く。以下この

項において「公的年金等」という。）の支払を受ける者であって，特定配偶者（所

得割の納税義務者（合計所得金額が９００万円以下であるものに限る。）の自己

と生計を一にする配偶者（退職手当等（第５３条の２に規定する退職手当等に限

る。以下この項において同じ。）に係る所得を有する者であって，合計所得金額

が９５万円以下であるものに限る。）をいう。第２号において同じ。）又は扶養

親族（年齢１６歳未満の者又は控除対象扶養親族であって退職手当等に係る所得

を有する者に限る。）若しくは特定親族（退職手当等に係る所得を有する者であ

って，合計所得金額が８５万円以下であるものに限る。）を有する者（以下この

条において「公的年金等受給者」という。）で村内に住所を有するものは，当該

申告書の提出の際に経由すべき所得税法第２０３条の６第１項に規定する公的

年金等の支払者（以下この条において「公的年金等支払者」という。）から毎年

最初に公的年金等の支払を受ける日の前日までに，施行規則で定めるところによ

り，次に掲げる事項を記載した申告書を，当該公的年金等支払者を経由して，村

長に提出しなければならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 扶養親族の氏名 （３） 扶養親族又は特定親族の氏名 

（４） （略） （４） （略） 

２～５ （略） ２～５ （略） 

第３６条の４～第６３条 （略） 第３６条の４～第６３条 （略） 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５項の規

定による補正の方法の申出） 

（施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び第５項の規

定による補正の方法の申出） 

第６３条の２ 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び

第５項の規定による補正の方法の申出は，当該家屋に係る区分所有者の代表者が

毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申出書を村長に提出して行わ

なければならない。 

第６３条の２ 施行規則第１５条の３第３項並びに第１５条の３の２第４項及び

第５項の規定による補正の方法の申出は，当該家屋に係る区分所有者の代表者が

毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記載した申出書を村長に提出して行わ

なければならない。 

-52-



（１） 代表者の住所，氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する

個人番号をいい，当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限

る。以下固定資産税について同じ。）又は法人番号（同条第１５項に規定

する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては，住所及び氏名又は名称） 

（１） 代表者の住所，氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個

人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する

個人番号をいい，当該書類を提出する者の同項に規定する個人番号に限

る。以下固定資産税について同じ。）又は法人番号（同条第１６項に規定

する法人番号をいう。以下固定資産税について同じ。）（個人番号又は法

人番号を有しない者にあっては，住所及び氏名又は名称） 

（２）～（４） （略） （２）～（４） （略） 

２ （略） ２ （略） 

第６３条の３～第８１条の８ （略） 第６３条の３～第８１条の８ （略） 

（種別割の税率） （種別割の税率） 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は，１台につ

いて，それぞれ当該各号に定める額とする。 

第８２条 次の各号に掲げる軽自動車等に対して課する種別割の税率は，１台につ

いて，それぞれ当該各号に定める額とする。 

（１） 原動機付自転車 （１） 原動機付自転車 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が０．６キロワ

ット以下のもの（エに掲げるものを除く。） 年額 ２，０００円 

ア 総排気量が０．０５リットル以下のもの又は定格出力が０．６キロワ

ット以下のもの（ウ及びオに掲げるものを除く。） 年額 ２，０００

円 

イ ２輪のもので，総排気量が０．０５リットルを超え，０．０９リット

ル以下のもの又は定格出力が０．６キロワットを超え，０．８キロワッ

ト以下のもの 年額 ２，０００円 

イ ２輪のもので，総排気量が０．０５リットルを超え，０．０９リット

ル以下のもの（ウに掲げるものを除く。）又は定格出力が０．６キロワ

ットを超え，０．８キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

 ウ ２輪のもので，総排気量が０．１２５リットル以下かつ最高出力が４．

０キロワット以下のもの 年額 ２，０００円 

ウ ２輪のもので，総排気量が０．０９リットルを超えるもの又は定格出

力が０．８キロワットを超えるもの 年額 ２，４００円 

エ ２輪のもので，総排気量が０．０９リットルを超えるもの（ウに掲げ

るものを除く。）又は定格出力が０．８キロワットを超えるもの 年額

 ２，４００円 

エ （略） オ （略） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 
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第８３条～第８８条 （略） 第８３条～第８８条 （略） 

（種別割の減免） （種別割の減免） 

第８９条 （略） 第８９条 （略） 

２ 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は，納期限までに，当該軽

自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記載した申

請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し，これを村長に提出しなけ

ればならない。 

２ 前項の規定により種別割の減免を受けようとする者は，納期限までに，当該軽

自動車等について減免を受けようとする税額及び次に掲げる事項を記載した申

請書に減免を必要とする事由を証明する書類を添付し，これを村長に提出しなけ

ればならない。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地，氏名

又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下こ

の号及び次条において同じ。）又は法人番号（同法第２条第１５項に規定

する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては，住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び

氏名又は名称） 

（２） 軽自動車等の所有者等の住所又は事務所若しくは事業所の所在地，氏名

又は名称及び個人番号（行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下こ

の号及び次条において同じ。）又は法人番号（同法第２条第１６項に規定

する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（個人番号又は法人番

号を有しない者にあっては，住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び

氏名又は名称） 

（３）・（４） （略） （３）・（４） （略） 

（５） 原動機の総排気量又は定格出力 （５） 原動機の総排気量又は定格出力（第８２条第１号ウに掲げる原動機付自

転車にあっては，原動機の総排気量及び最高出力） 

（６）～（８） （略） （６）～（８） （略） 

３ （略） ３ （略） 

（身体障害者等に対する種別割の減免） （身体障害者等に対する種別割の減免） 

第９０条 （略） 第９０条 （略） 

２ 前項第１号の規定により種別割の減免を受けようとする者は，納期限までに，

村長に対して，身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定

により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６

８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳

２ 前項第１号の規定により種別割の減免を受けようとする者は，納期限までに，

村長に対して，身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条の規定

により交付された身体障害者手帳（戦傷病者特別援護法（昭和３８年法律第１６

８号）第４条の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている者で身体障害者手帳
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の交付を受けていないものにあっては，戦傷病者手帳とする。以下この項におい

て「身体障害者手帳」という。），厚生労働大臣が定めるところにより交付され

た療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により交

付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉手

帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規定に

より交付された身体障害者又は身体障害者等と生計を一にする者若しくは身体

障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護する者

の運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。）を提示するととも

に，次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由を証明する書類を

添付して，提出しなければならない。 

の交付を受けていないものにあっては，戦傷病者手帳とする。以下この項におい

て「身体障害者手帳」という。），厚生労働大臣が定めるところにより交付され

た療育手帳（以下この項において「療育手帳」という。）又は精神保健及び精神

障害者福祉に関する法律（昭和２５年法律第１２３号）第４５条の規定により交

付された精神障害者保健福祉手帳（以下この項において「精神障害者保健福祉手

帳」という。）及び道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第９２条の規定に

より交付された身体障害者若しくは身体障害者等と生計を一にする者若しくは

身体障害者等（身体障害者等のみで構成される世帯の者に限る。）を常時介護す

る者の運転免許証（以下この項において「運転免許証」という。）又はこれらの

者の特定免許情報（同法第９５条の２第２項に規定する特定免許情報をいう。次

項において同じ。）が記録された免許情報記録個人番号カード（同法第９５条の

２第４項に規定する免許情報記録個人番号カードをいう。次項において同じ。）

を提示するとともに，次に掲げる事項を記載した申請書に減免を必要とする理由

を証明する書類を添付して，提出しなければならない。 

（１）～（４） （略） （１）～（４） （略） 

（５） 運転免許証の番号，交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び

条件が附されている場合にはその条件 

（５） 運転免許証又は道路交通法第９５条の２第２項第１号に規定する免許情

報記録（以下この号において「免許情報記録」という。）の番号，運転免

許の年月日，運転免許証又は免許情報記録の有効期限並びに運転免許の種

類及び条件が附されている場合にはその条件 

（６） （略） （６） （略） 

 ３ 前項の場合において，免許情報記録個人番号カードを掲示したときは，当該免

許情報記録個人番号カードに記録された特定免許情報を確認するために必要な

措置を受けなければならない。 

３ （略） ４ （略） 

４ （略） ５ （略） 

第９１条～第１３９条の２（略） 第９１条～第１３９条の２ （略） 

（特別土地保有税の減免） （特別土地保有税の減免） 
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第１３９条の３ （略） 第１３９条の３ （略） 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は，納期限まで

に，次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明す

る書類を添付して，村長に提出しなければならない。ただし，村長が，当該者が

所有し，又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであ

り，かつ，特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は，この限りでな

い。 

２ 前項の規定により特別土地保有税の減免を受けようとする者は，納期限まで

に，次に掲げる事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明す

る書類を添付して，村長に提出しなければならない。ただし，村長が，当該者が

所有し，又は取得する土地が同項各号のいずれかに該当することが明らかであ

り，かつ，特別土地保有税を減免する必要があると認める場合は，この限りでな

い。 

（１） 納税義務者の住所，氏名又は名称及び法人番号（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第１５項に規

定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（法人番号を有しな

い者にあっては，住所及び氏名又は名称） 

（１） 納税義務者の住所，氏名又は名称及び法人番号（行政手続における特定

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第２条第１６項に規

定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）（法人番号を有しな

い者にあっては，住所及び氏名又は名称） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

３ （略） ３ （略） 

第１４０条～第１４６条 （略） 第１４０条～第１４６条 （略） 

（入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） （入湯税に係る特別徴収義務者の経営申告） 

第１４７条 鉱泉浴場を経営しようとする者は，経営開始の日の前日までに，次に

掲げる事項を村長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合

においては，直ちにその旨を申告しなければならない。 

第１４７条 鉱泉浴場を経営しようとする者は，経営開始の日の前日までに，次に

掲げる事項を村長に申告しなければならない。申告した事項に異動があった場合

においては，直ちにその旨を申告しなければならない。 

（１） 住所又は事務所若しくは事業所の所在地，氏名又は名称及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又

は法人番号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号におい

て同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては，住所又は事

務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

（１） 住所又は事務所若しくは事業所の所在地，氏名又は名称及び個人番号（行

政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律

第２条第５項に規定する個人番号をいう。以下この号において同じ。）又

は法人番号（同条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号におい

て同じ。）（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては，住所又は事

務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称） 

（２）・（３） （略） （２）・（３） （略） 

第１４８条 （略） 第１４８条 （略） 
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附 則 附 則 

第１条～第１０条 （略） 第１条～第１０条 （略） 

（法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） （法附則第１５条第２項第１号等の条例で定める割合） 

第１０条の２ （略） 第１０条の２ （略） 

２～２１ （略） ２～２１ （略） 

２２ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の２

とする。 

２２ 法附則第１５条第３６項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の２

とする。 

２３ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は，２分の１

とする。 

２３ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合は，２分の１

とする。 

２４ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の１

とする。 

２４ 法附則第１５条第４０項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の１

とする。 

２５ 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の２

とする。 

２５ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の２

とする。 

２６・２７ （略） ２６・２７ （略） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告） 

（新築住宅等に対する固定資産税の減額の規定の適用を受けようとする者がす

べき申告） 

第１０条の３ （略） 第１０条の３ （略） 

２～１３ （略） ２～１３ （略） 

 １４ 村長は，法附則第１５条の９の３第１項に規定する特定マンションに係る区

分所有に係る家屋については，前項の申告書の提出がなかった場合においても，

マンションの管理の適正化の推進に関する法律（平成１２年法律第１４９号）第

５条の２第１項に規定する管理組合の管理者等から法附則第１５条の９の３第

２項に規定する期間内に施行規則附則第７条第１７項各号に掲げる書類の提出

がされ，かつ，当該特定マンションが法附則第１５条の９の３第１項に規定する

要件に該当すると認められるときは，前項の規定にかかわらず，同条第１項の規

定を適用することができる。 
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１４ （略） １５ （略） 

１５ （略） １６ （略） 

（平成２８年熊本地震に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がす

べき申告等） 

第１０条の４ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けようとする者は，当該年度の初日の属する年の１月３

１日（第５４条第６項の規定により同項に規定する仮換地等に係る同条第１項の

所有者とみなされた者が当該仮換地等について法附則第１６条の２第６項（同条

第７項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される同条

第１項の規定の適用を受けようとする場合にあっては，１月３１日）までに次に

掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては，住所及び氏名又は名称）並びに当

該納税義務者が令附則第１２条の４第１項第３号から第５号まで又は第

３項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあっては，同条第１項

第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との

関係 

（２） 法附則第１６条の２第１項に規定する被災住宅用地の上に平成２８年度

に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

（３） 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の２第１項（同条第２

項において準用する場合及び同条第６項（同条第７項において準用する場

合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の

適用を受けようとする土地を法第３４９条の３の２第１項に規定する家

屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由 

（４） その他村長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

２ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受ける土地に係る令和５年度分及び令和６年度分の固定資産税につ
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いては，第７４条の規定は適用しない。 

３ 法附則第１６条の２第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項において

「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は，同項に規

定する特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「特定被災共用土地納

税義務者」という。）の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記載し

た申出書を村長に提出して行わなければならない。 

（１） 代表者の住所，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては，住所及び氏名又は名称） 

（２） 特定被災共用土地の所在，地番，地目及び地籍並びにその用途 

（３） 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の２第３項に規定する被災区分

所有家屋の所在，家屋番号，種類，構造及び床面積並びにその用途 

（４） 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共

用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

（５） 法附則第１６条の２第３項の規定により按分する場合に用いられる割合

に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第１６条の２第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定

仮換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出については，前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特

定仮換地等納税義務者」と，「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等

の」と，「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土

地である特定被災共用土地に」とする。 

（平成３０年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がす

べき申告等） 

第１０条の５ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けようとする者は，当該年度の初日の属する年の１月３

１日（第５４条第６項の規定により同項に規定する仮換地等に係る同条第１項の

所有者とみなされた者が当該仮換地等について法附則第１６条の３第６項（同条

第７項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される同条
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第１項の規定の適用を受けようとする場合を含む。）までに次に掲げる事項を記

載した申告書を村長に提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては，住所及び氏名又は名称）並びに当

該納税義務者が令附則第１２条の５第１項第３号から第５号まで又は第

３項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあっては，同条第１項

第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との

関係 

（２） 法附則第１６条の３第１項に規定する被災住宅用地の上に平成３０年度

に係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

（３） 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の３第１項（同条第２

項において準用する場合及び同条第６項（同条第７項において準用する場

合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の

適用を受けようとする土地を法第３４９条の３の２第１項に規定する家

屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由 

（４） その他村長が固定資産税の賦課徴収に関し必要と認める事項 

２ 法附則第１６条の３第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受ける土地に係る令和５年度分及び令和６年度分の固定資産税につ

いては，第７４条の規定は適用しない。 

３ 法附則第１６条の３第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項において

「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は，同項に規

定する特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「特定被災共用土地納

税義務者」という。）の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を記載し

た申出書を村長に提出して行わなければならない。 

（１） 代表者の住所，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号又は

法人番号を有しない者にあっては，住所及び氏名又は名称） 

（２） 特定被災共用土地の所在，地番，地目及び地積並びにその用途 

（３） 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の３第３項に規定する被災区分
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所有家屋の所在，家屋番号，種類，構造及び床面積並びにその用途 

（４） 各特定被災共用土地納税義務者の住所及び氏名並びに当該各特定被災共

用土地納税義務者の当該特定被災共用土地に係る持分の割合 

（５） 法附則第１６条の３第３項の規定により按分する場合に用いられる割合

に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第１６条の３第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定

仮換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出については，前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特

定仮換地等納税義務者」と，「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等

の」と，「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土

地である特定被災共用土地に」とする。 

（令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべ

き申告等） 

（令和２年７月豪雨に係る固定資産税の特例の適用を受けようとする者がすべ

き申告等） 

第１０条の６ 法附則第１６条の４第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けようとする者は，当該年度の初日の属する年の１月３

１日（第５４条第６項の規定により同項に規定する仮換地等に係る同条第１項の

所有者とみなされた者が当該仮換地等について法附則第１６条の４第６項（同条

第７項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される同条

第１項の規定の適用を受けようとする場合にあっては，１月３１日）までに次に

掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。 

第１０条の４ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含

む。）の規定の適用を受けようとする者は，当該年度の初日の属する年の１月３

１日（第５４条第６項の規定により同項に規定する仮換地等に係る同条第１項の

所有者とみなされた者が当該仮換地等について法附則第１６条の２第６項（同条

第７項において準用する場合を含む。）の規定により読み替えて適用される同条

第１項の規定の適用を受けようとする場合にあっては，１月３１日）までに次に

掲げる事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。 

（１） 納税義務者の住所，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては，住所及び氏名又は名称）並びに当

該納税義務者が令附則第１２条の６第１項第３号から第５号まで又は第

３項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあっては，同条第１項

第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との

関係 

（１） 納税義務者の住所，氏名又は名称及び個人番号又は法人番号（個人番号

又は法人番号を有しない者にあっては，住所及び氏名又は名称）並びに当

該納税義務者が令附則第１２条の４第１項第３号から第５号まで又は第

３項第３号から第５号までに掲げる者である場合にあっては，同条第１項

第１号若しくは第２号又は第３項第１号若しくは第２号に掲げる者との

関係 

（２） 法附則第１６条の４第１項に規定する被災住宅用地の上に令和２年度に （２） 法附則第１６条の２第１項に規定する被災住宅用地の上に令和２年度に
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係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 係る賦課期日において存した家屋の所有者及び家屋番号 

（３） 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の４第１項（同条第２

項において準用する場合及び同条第６項（同条第７項において準用する場

合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の

適用を受けようとする土地を法第３４９条の３の２第１項に規定する家

屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由 

（３） 当該年度に係る賦課期日において法附則第１６条の２第１項（同条第２

項において準用する場合及び同条第６項（同条第７項において準用する場

合を含む。）の規定により読み替えて適用される場合を含む。）の規定の

適用を受けようとする土地を法第３４９条の３の２第１項に規定する家

屋の敷地の用に供する土地として使用することができない理由 

（４） （略） （４） （略） 

２ 法附則第１６条の４第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受ける土地に係る令和５年度分及び令和６年度分の固定資産税につ

いては，第７４条の規定は適用しない。 

２ 法附則第１６条の２第１項（同条第２項において準用する場合を含む。）の規

定の適用を受ける土地に係る令和７年度分及び令和８年度分の固定資産税につ

いては，第７４条の規定は適用しない。 

３ 法附則第１６条の４第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項において

「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は，同条第４

項に規定する特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「特定被災共用

土地納税義務者」という。）の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を

記載した申出書を村長に提出して行わなければならない。 

３ 法附則第１６条の２第４項に規定する特定被災共用土地（以下この項において

「特定被災共用土地」という。）に係る固定資産税額の按分の申出は，同条第４

項に規定する特定被災共用土地納税義務者（以下この項において「特定被災共用

土地納税義務者」という。）の代表者が毎年１月３１日までに次に掲げる事項を

記載した申出書を村長に提出して行わなければならない。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（３） 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の４第３項に規定する被災区分

所有家屋の所在，家屋番号，種類，構造及び床面積並びにその用途 

（３） 特定被災共用土地に係る法附則第１６条の２第３項に規定する被災区分

所有家屋の所在，家屋番号，種類，構造及び床面積並びにその用途 

（４） （略） （４） （略） 

（５） 法附則第１６条の４第３項の規定により按分する場合に用いられる割合

に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法 

（５） 法附則第１６条の２第３項の規定により按分する場合に用いられる割合

に準じて定めた割合及び当該割合の算定方法 

４ 法附則第１６条の４第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定

仮換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出については，前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特

定仮換地等納税義務者」と，「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等

の」と，「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土

地である特定被災共用土地に」とする。 

４ 法附則第１６条の２第９項の規定により特定被災共用土地とみなされた特定

仮換地等（以下この項において「特定仮換地等」という。）に係る固定資産税額

の按分の申出については，前項中「特定被災共用土地納税義務者」とあるのは「特

定仮換地等納税義務者」と，「特定被災共用土地の」とあるのは「特定仮換地等

の」と，「特定被災共用土地に」とあるのは「特定仮換地等に対応する従前の土

地である特定被災共用土地に」とする。 
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第１１条～第１６条の２ （略） 第１１条～第１６条の２ （略） 

 （加熱式たばこに係るたばこ税の課税標準の特例） 

第１６条の２の２ 令和８年４月１日以後に第９２条の２第１項の売渡し又は同

条第２項の売渡し若しくは消費等（次項において「売渡し等」という。）が行わ

れた加熱式たばこ（第９２条第１号オに掲げる加熱式たばこをいい，第９３条の

２の規定により製造たばことみなされるものを含む。以下この条において同じ。）

に係る第９４条第１項の製造たばこの本数は，同条第３項の規定にかかわらず，

当分の間，次の各号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める方法により換算した

紙巻たばこ（第９２条第１号アに掲げる紙巻たばこをいう。以下この項及び次項

において同じ。）の本数によるものとする。 

（１） 葉たばこ（たばこ事業法第２条第２号に規定する葉たばこをいう。）を

原料の全部又は一部としたものを紙その他これに類する材料のもので巻

いた加熱式たばこ（当該葉たばこを原料の全部又は一部としたものを施行

規則附則第８条の４の２に規定するところにより直接加熱することによ

って喫煙の用に供されるものに限る。） 当該加熱式たばこの重量（フィ

ルターその他の施行規則附則第８条の４の３に規定するものに係る部分

の重量を除く。以下この項から第３項までにおいて同じ。）の０．３５グ

ラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし，当該加熱式たば

この１本当たりの重量が０．３５グラム未満である場合にあっては，当該

加熱式たばこの１本をもって紙巻たばこの１本に換算する方法 

（２） 前号に掲げるもの以外の加熱式たばこ 当該加熱式たばこの重量の０．

２グラムをもって紙巻たばこの１本に換算する方法。ただし，当該加熱式

たばこの品目ごとの１個当たりの重量が４グラム未満である場合にあっ

ては，当該加熱式たばこの品目ごとの１個をもって紙巻たばこの２０本に

換算する方法 

２ 前項の規定により加熱式たばこのうち同項第１号ただし書の規定の適用を受

けるもの及び同項第２号ただし書の規定の適用を受けるもの以外のものの重量

を紙巻たばこの本数に換算する場合における計算は，売渡し等が行われた加熱式
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たばこの品目ごとの１個当たりの重量に当該加熱式たばこの品目ごとの数量を

乗じて得た重量を同項各号に掲げる区分ごとに合計し，その合計重量を紙巻たば

この本数に換算する方法により行うものとする。 

３ 前項の計算に関し，同項の加熱式たばこの品目ごとの１個当たりの重量に０．

１グラム未満の端数がある場合には，その端数を切り捨てるものとする。 

４ 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により製造たばこと

みなされるものに限る。）のうち，次に掲げるものについては，同号ただし書の

規定は，適用しない。 

（１） 第１項第１号に掲げる加熱式たばこと併せて喫煙の用に供されるもの 

（２） 第１項第２号に掲げる加熱式たばこ（第９３条の２の規定により製造た

ばことみなされるものを除く。）と併せて喫煙の用に供される加熱式たば

こ（同条の規定により製造たばことみなされるものに限る。）であって当

該加熱式たばこのみの品目のもの 

第１６条の３～第２５条 （略） 第１６条の３～第２５条 （略） 
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専決処分第３号  

 

 

 

 議会を招集する時間的余裕がないので，地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により東海村都市計画税条例の一部

を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。  

 

 

  令和７年３月３１日  

 

 

東海村長 山 田  修   
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東海村都市計画税条例の一部を改正する条例  

 

 

 

東海村都市計画税条例（昭和３８年東海村条例第１８号）の一部を次

のように改正する。  

 附則第３項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３７項」を「附則第

１５条第３６項」に改める。 

 附則第４項（見出しを含む。）中「附則第１５条第３８項」を「附則第

１５条第３７項」に改める。 

 附則第５項（見出しを含む。）中「附則第１５条第４２項」を「附則第

１５条第４１項」に改める。 

 附則第６項第１号中「同条第１５項」を「同条第１６項」に改める。 

 附則第１６項中「第３４項まで，第３７項，第３８項，第４２項若し

くは第４５項」を「第３３項まで，第３６項，第３７項，第４１項若し

くは第４４項」に改める。 

   附 則  

（施行期日）  

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。  

（経過措置）  

２ この条例による改正後の東海村都市計画税条例の規定は，令和７年

度以後の年度分の都市計画税について適用し，令和６年度分までの都

市計画税については，なお従前の例による。  
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東海村都市計画税条例新旧対照表 

現 行 改正案 

本則 （略） 本則 （略） 

附 則 附 則 

１・２ （略） １・２ （略） 

（法附則第１５条第３７項の条例で定める割合） （法附則第１５条第３６項の条例で定める割合） 

３ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の２と

する。 

３ 法附則第１５条第３６項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の２と

する。 

（法附則第１５条第３８項の条例で定める割合） （法附則第１５条第３７項の条例で定める割合） 

４ 法附則第１５条第３８項に規定する市町村の条例で定める割合は，２分の１と

する。 

４ 法附則第１５条第３７項に規定する市町村の条例で定める割合は，２分の１と

する。 

（法附則第１５条第４２項の条例で定める割合） （法附則第１５条第４１項の条例で定める割合） 

５ 法附則第１５条第４２項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の２と

する。 

５ 法附則第１５条第４１項に規定する市町村の条例で定める割合は，３分の２と

する。 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

（改修実演芸術公演施設に対する都市計画税の減額の規定の適用を受けようと

する者がすべき申告） 

６ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について，同項の規定の

適用を受けようとする者は，同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日

から３月以内に，次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者，障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第

１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場，音楽堂等の活性化に関

する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の

用に供する施設である旨を証する書類を添付して村長に提出しなければならな

い。 

６ 法附則第１５条の１１第１項の改修実演芸術公演施設について，同項の規定の

適用を受けようとする者は，同項に規定する利便性等向上改修工事が完了した日

から３月以内に，次に掲げる事項を記載した申告書に高齢者，障害者等の移動等

の円滑化の促進に関する法律施行規則（平成１８年国土交通省令第１１０号）第

１０条第２項に規定する通知書の写し及び主として劇場，音楽堂等の活性化に関

する法律（平成２４年法律第４９号）第２条第２項に規定する実演芸術の公演の

用に供する施設である旨を証する書類を添付して村長に提出しなければならな

い。 

（１） 納税義務者の住所，氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定 （１） 納税義務者の住所，氏名又は名称及び個人番号（行政手続における特定
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の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号）第２条第５項に規定する個人番号をいい，当該書類を提出する者の

同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。）又は法人番

号（同条第１５項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては，住所及び氏名又は名

称） 

の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成２５年法律第２

７号）第２条第５項に規定する個人番号をいい，当該書類を提出する者の

同項に規定する個人番号に限る。以下この号において同じ。）又は法人番

号（同条第１６項に規定する法人番号をいう。以下この号において同じ。）

（個人番号又は法人番号を有しない者にあっては，住所及び氏名又は名

称） 

（２）～（６） （略） （２）～（６） （略） 

７～１５ （略） ７～１５ （略） 

１６ 法附則第１５条第１項，第９項，第１３項から第１７項まで，第１９項，第

２０項，第２４項，第２７項，第３１項から第３４項まで，第３７項，第３８項，

第４２項若しくは第４５項，第１５条の２第２項，第１５条の３又は第６３条の

規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り，第２条第２項中「又は第３３項」

とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは

第６３条」とする。 

１６ 法附則第１５条第１項，第９項，第１３項から第１７項まで，第１９項，第

２０項，第２４項，第２７項，第３１項から第３３項まで，第３６項，第３７項，

第４１項若しくは第４４項，第１５条の２第２項，第１５条の３又は第６３条の

規定の適用がある各年度分の都市計画税に限り，第２条第２項中「又は第３３項」

とあるのは「若しくは第３３項又は附則第１５条から第１５条の３まで若しくは

第６３条」とする。 

１７ （略） １７ （略） 
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専決処分第４号  

 

 

 

 議会を招集する時間的余裕がないので，地方自治法（昭和２２年法律

第６７号）第１７９条第１項の規定により東海村国民健康保険税条例の

一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。  

 

 

  令和７年３月３１日  

 

 

東海村長 山 田  修   
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東海村国民健康保険税条例の一部を改正する条例 

 

 

 

東海村国民健康保険税条例（昭和４１年東海村条例第１３号）の一部

を次のように改正する。 

第２条第２項ただし書中「６５０，０００円」を「６６０，０００円」

に改め，同条第３項ただし書中「２４０，０００円」を「２６０，００

０円」に改める。 

 第１９条第１項中「６５０，０００円」を「６６０，０００円」に，

「２４０，０００円」を「２６０，０００円」に改め，同項第２号中「２

９５，０００円」を「３０５，０００円」に改め，同項第３号中「５４

５，０００円」を「５６０，０００円」に改める。 

   附 則 

 （施行期日） 

１ この条例は，令和７年４月１日から施行する。 

 （適用区分） 

２ この条例による改正後の東海村国民健康保険税条例の規定は，令和

７年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し，令和６年度分

までの国民健康保険税については，なお従前の例による。 
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東海村国民健康保険税条例新旧対照表 

現 行 改正案 

第１条 （略） 第１条 （略） 

（課税額） （課税額） 

第２条 （略） 第２条 （略） 

２ 前項第１号の基礎課税額は，世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均

等割額の合算額とする。ただし，当該合算額が６５０，０００円を超える場合に

おいては，基礎課税額は，６５０，０００円とする。 

２ 前項第１号の基礎課税額は，世帯主（前条第２項の世帯主を除く。）及びその

世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均

等割額の合算額とする。ただし，当該合算額が６６０，０００円を超える場合に

おいては，基礎課税額は，６６０，０００円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は，世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均

等割額の合算額とする。ただし，当該合算額が２４０，０００円を超える場合に

おいては，後期高齢者支援金等課税額は，２４０，０００円とする。 

３ 第１項第２号の後期高齢者支援金等課税額は，世帯主（前条第２項の世帯主を

除く。）及びその世帯に属する被保険者につき算定した所得割額及び被保険者均

等割額の合算額とする。ただし，当該合算額が２６０，０００円を超える場合に

おいては，後期高齢者支援金等課税額は，２６０，０００円とする。 

４ （略） ４ （略） 

第３条～第１８条 （略） 第３条～第１８条 （略） 

（国民健康保険税の減額） （国民健康保険税の減額） 

第１９条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は，第２条第２項本文の基礎課税額からアに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が６５０，０００円を超える場合には，６

５０，０００円），同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が２４０，０００円を超える場合には，

２４０，０００円）及び同条第４項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には，１

７０，０００円）の合算額とする。 

第１９条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課

する国民健康保険税の額は，第２条第２項本文の基礎課税額からアに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が６６０，０００円を超える場合には，６

６０，０００円），同条第３項本文の後期高齢者支援金等課税額からイに掲げる

額を減額して得た額（当該減額して得た額が２６０，０００円を超える場合には，

２６０，０００円）及び同条第４項本文の介護納付金課税額からウに掲げる額を

減額して得た額（当該減額して得た額が１７０，０００円を超える場合には，１

７０，０００円）の合算額とする。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算 （２） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

-73-



   額が，４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

   険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上

   の場合にあっては，４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減

   じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者

   及び特定同一世帯所属者１人につき２９５，０００円を加算した金額を超

   えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

   額が，４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

   険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上

   の場合にあっては，４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減

   じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者

   及び特定同一世帯所属者１人につき３０５，０００円を加算した金額を超

   えない世帯に係る納税義務者（前号に該当する者を除く。） 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

（３） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

   額が，４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

   険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上

   の場合にあっては，４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減

   じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者

   及び特定同一世帯所属者１人につき５４５，０００円を加算した金額を超

   えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

（３） 法第７０３条の５第１項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合算

額が，４３０，０００円（納税義務者並びにその世帯に属する国民健康保

険の被保険者及び特定同一世帯所属者のうち給与所得者等の数が２以上

の場合にあっては，４３０，０００円に当該給与所得者等の数から１を減

じた数に１００，０００円を乗じて得た金額を加算した金額）に被保険者

及び特定同一世帯所属者１人につき５６０，０００円を加算した金額を超

えない世帯に係る納税義務者（前２号に該当する者を除く。） 

ア～ウ （略） ア～ウ （略） 

２・３ （略） ２・３ （略） 

第１９条の２～第２３条 （略） 第１９条の２～第２３条 （略） 
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東海村手数料徴収条例の一部を改正する条例 

 

 

 

東海村手数料徴収条例（平成１２年東海村条例第１３号）の一部を次

のように改正する。 

別表の２３の項金額の欄中「１件につき」を「１枚につき」に改め，

同欄ただし書を削る。 

   附 則 

 この条例は，令和７年６月２３日から施行する。 
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東海村手数料徴収条例新旧対照表 

現 行 改正案 

本則 （略） 本則 （略） 

別表（第２条関係） 別表（第２条関係） 

手数料の種類 金額 

（略） 

２３ 固定資産課税台帳に記載されている事項

の証明書の交付手数料 

１件につき ２００円 

ただし，土地は５筆までを１件

とし，１件を増すごとに２００

円を，家屋は５棟をもって１件

とし，１件を増すごとに２００

円を加える。 

（略） 
 

手数料の種類 金額 

（略） 

２３ 固定資産課税台帳に記載されている事項

の証明書の交付手数料 

 

 

 

  

１枚につき ２００円 

（略） 
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東海村産業・情報プラザの設置及び管理に関する条例の一部を改

正する条例 

 

 

 

東海村産業・情報プラザの設置及び管理に関する条例（平成２７年東

海村条例第３９号）の一部を次のように改正する。 

第１条中「を提供し，及び創業を支援することにより」を「の提供，

創業の支援及び駅前の新たな賑わいの創出を推進し」に改める。 

第６条中後段を削り，同条に次の１項を加える。 

２ 前項の規定により許可を取り消し，又は使用を中止させ，若しくは

制限させた場合において，使用者に損害が生じても，村長は，その賠

償の責めを負わないものとする。ただし，村長が特別の事情があると

認めたときは，この限りでない。 

第８条中「別表第２及び別表第３に定める」を削る。 

第９条第２号中「プラザの」を削る。 

第１４条を第２３条とし，第１３条の次に次の９条を加える。 

（指定管理者による管理） 

第１４条 シェアキッチン及び移動販売車専用駐車場（以下「シェアキ

ッチン等」という。）の管理は，地方自治法第２４４条の２第３項の

規定により，法人その他の団体であって村長が指定するもの（以下「指

定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の場合における第３条から第６条まで，第８条及び第９条の規

定の適用については，第３条中「使用時間」とあるのは「利用時間」

と，第４条から第６条まで及び第９条の規定中「使用」とあるのは「利

用」と，第３条から第６条まで，第８条各号列記以外の部分及び第９

条第２項中「村長」とあるのは「指定管理者」と，第６条及び第９条

第１号中「使用者」とあるのは「利用者」と，第８条及び第９条中「使

用料」とあるのは「利用料金」とする。 

（指定管理者が行う業務） 

第１５条 指定管理者は，次に掲げる業務を行うものとする。 
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（１） シェアキッチン等の利用の許可に関する業務 

（２） シェアキッチン等の利用料金の徴収に関する業務 

（３） シェアキッチン等の施設及び設備の維持管理に関する業務 

（４） 前各号に掲げるもののほか，シェアキッチン等の管理に関し

村長が必要と認める業務 

（指定管理者の指定等） 

第１６条 指定管理者の指定を受けようとするものは，事業計画書その

他村長が必要と認める書類（以下「事業計画書等」という。）を村長

に提出しなければならない。 

２ 村長は，前項の規定により提出された書類を審査し，シェアキッチ

ン等の設置目的を最も効果的に達成することができると認めたものを

候補者として選定し，議会の議決を経て指定管理者を指定するものと

する。 

３ 前項の規定にかかわらず，指定管理者の指定の期間の満了に伴い，

指定管理者を指定する場合において，指定管理者として現に指定され

ているもの（以下「現指定管理者」という。）から提出させた事業計

画書等を審査し，現指定管理者がシェアキッチン等の設置の目的を最

も効果的に達成することができると認められるときは，現指定管理者

を再指定することができる。 

（指定管理者の管理の期間） 

第１７条 指定管理者がシェアキッチン等の管理を行う期間は，村長が

議会の議決を経て定める期間とし，５年を限度とする。 

（事業報告書の作成及び提出） 

第１８条 指定管理者は，毎年度終了後３０日以内に，次の事項を記載

した事業報告書を作成し，村長に提出しなければならない。ただし，

年度の途中において，第１３条第１項の規定により指定を取り消され

た時は，その取り消された日から起算して３０日以内に当該日までの

間の事業報告書を提出しなければならない。 

（１） シェアキッチン等の利用状況 

（２） シェアキッチン等の管理に係る経費の収支状況 

（３） 前２号に掲げるもののほか，指定管理者によるシェアキッチ
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ン等の管理の実態を把握するために村長が必要と認める事項 

（事業報告の聴取等） 

第１９条 村長は，シェアキッチン等の管理の適正を期するため，指定

管理者に対し，その管理の業務及び経理の状況に関し，定期に又は必

要に応じて臨時に報告を求め，実地に調査し，又は指示をすることが

できる。 

（指定の取消し等） 

第２０条 村長は，指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定

管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続

することができないと認めるときは，当該指定を取り消し，又は期間

を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。 

２ 前項の規定により指定を取り消し，又は期間を定めた管理の業務の

全部若しくは一部の停止を命じた場合において，指定管理者に損害が

生じても，村長はその責めを負わない。 

 （利用料金） 

第２１条 シェアキッチン等の利用者は，シェアキッチン等の利用料金

を指定管理者が指定する期日までに，指定管理者に納付しなければな

らない。 

２ 前項の利用料金は，別表第４に定める金額の範囲内において，あら

かじめ村長の承認を得て，指定管理者が定めるものとする。 

 （利用料金の収受） 

第２２条 シェアキッチン等の利用料金は，地方自治法第２４４条の２

第８項の規定により，指定管理者の収入として収受させる。 

別表第２中「，第８条」を削り， 

「
会議室  １０１  ２５０円  

 ３０１  ２５０円  

 ３０２  ２５０円  
」

を 

「
会議室  ３０１  ２５０円  

 ３０２  ２５０円  
」

に 
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改める。  

別表第３を次のように改める。 

別表第３（第７条関係） 

附属設備使用料 

貸出施設 区分 １回又は１時間

当たりの使用料 

多目的ホール ステージ １，０００円／回 

ピアノ ３，５００円／回 

スタンド式スポットライト（１台当た

り） 

５００円／回 

舞台照明装置（ボーダー１列，スポッ

ト８灯） 

１００円／時間 

フットライト １００円／時間 

スクリーン ３００円／回 

会議室３０２ プレゼンテーション設備 ２００円／時間 

多目的ホール

及び会議室 

可搬型プロジェクタ（１台当たり） ３００円／回 

可搬型スクリーン（１台当たり） ２００円／回 

書画カメラ ３００円／回 

インタラクティブホワイトボード 無料 

備考 

１ １回とは，第３条に規定するプラザの使用時間内における連続

した使用をいう。 

２ 村内在住者，在勤者，在学者又は村内に活動の拠点を置く団体

以外が使用する場合は，２倍の額とする。 

３ 営利を目的とした活動に使用する場合は，１０倍の額とする。 

４ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは，これを切り上げ

て使用料の額を算出する。 

別表第３の次に次の１表を加える。 

別表第４（第２１条関係） 

シェアキッチン等利用料金 
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施設 利用区分 
利用時間区分 

昼の部 夜の部 

キッチンＡ 月利用 ２０，０００円／月 ２０，０００円／月 

半日利用 ６，０００円／回 ６，０００円／回 

キッチンＢ 月利用 ２０，０００円／月 １３，０００円／月 

半日利用 ６，０００円／回 ４，０００円／回 

移動販売車用

駐車場 

月利用 １０，０００円／月 １０，０００円／月 

半日利用 ３，０００円／回 ３，０００円／回 

 備考 

  １ 利用時間は，次の各号に掲げる利用時間区分に応じ，それぞれ

当該各号に掲げる時間とする。ただし，キッチンＢにおける夜の

部の利用時間については，午後５時から午後９時までとする。 

   （１） 昼の部 午前９時から午後３時まで 

   （２） 夜の部 午後３時から午後９時まで 

  ２ 月利用は，３月以上の期間において，利用者の希望する曜日及

び利用時間区分に利用できるものとする。 

  ３ １時間単位で利用する場合の利用料金は，次の各号に掲げる施

設の区分に応じ，それぞれ当該各号に掲げる金額とする。 

（１） キッチンＡ及びキッチンＢ ２，０００円 

（２） 移動販売車用駐車場 １，０００円 

  ４ 出店手数料として，１回の利用につき２００円を徴収する。 

附 則 

（施行期日）  

１ この条例は，令和８年４月１日から施行する。ただし，別表第２の

改正規定は，令和７年７月１日から施行する。  

（準備行為）  

２ 改正後の東海村産業・情報プラザの設置及び管理に関する条例第１

６条の規定による指定管理者の指定及びこれに関し必要な手続その他

の行為は，この条例の施行前においても行うことができる。  
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東海村産業・情報プラザの設置及び管理に関する条例新旧対照表 

現 行 改正案 

（設置） （設置） 

第１条 地域の交流の場を提供し，及び創業を支援することにより地域の活性化を

図るため，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条第１項の規定に基

づき，東海村産業・情報プラザ（以下「プラザ」という。）を設置する。 

第１条 地域の交流の場の提供，創業の支援及び駅前の新たな賑わいの創出を推進

し地域の活性化を図るため，地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条

第１項の規定に基づき，東海村産業・情報プラザ（以下「プラザ」という。）を

設置する。 

第２条～第５条 （略） 第２条～第５条 （略） 

（使用の許可の取消し等） （使用の許可の取消し等） 

第６条 村長は，第４条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次

の各号のいずれかに該当するとき又はプラザの管理上若しくは公益上特に必要

と認められるときは，使用の許可を取り消し，又は使用を中止させ，若しくは制

限させることができる。この場合において，村長は，これらの処分によって生じ

た損害の責めを負わない。 

第６条 村長は，第４条第１項の許可を受けた者（以下「使用者」という。）が次

の各号のいずれかに該当するとき又はプラザの管理上若しくは公益上特に必要

と認められるときは，使用の許可を取り消し，又は使用を中止させ，若しくは制

限させることができる。 

（１）～（５） （略） （１）～（５） （略） 

 ２ 前項の規定により許可を取り消し，又は使用を中止させ，若しくは制限させた

場合において，使用者に損害が生じても，村長は，その賠償の責めを負わないも

のとする。ただし，村長が特別の事情があると認めたときは，この限りでない。 

第７条 （略） 第７条 （略） 

（使用料の減免） （使用料の減免） 

第８条 村長は，次の各号のいずれかに該当する場合には，それぞれ当該各号に掲

げるところにより別表第２及び別表第３に定める使用料を減免することができ

る。 

第８条 村長は，次の各号のいずれかに該当する場合には，それぞれ当該各号に掲

げるところにより使用料を減免することができる。 

（１）・（２） （略） （１）・（２） （略） 

（使用料の不返還） （使用料の不返還） 
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第９条 既納の使用料は，返還しない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場

合には，その全部又は一部を返還することができる。 

第９条 既納の使用料は，返還しない。ただし，次の各号のいずれかに該当する場

合には，その全部又は一部を返還することができる。 

（１） （略） （１） （略） 

（２） 村長がプラザの管理上又は公益上その他やむを得ない事由により使用の

許可を取り消し，又は使用を中止させ，若しくは制限させたとき。 

（２） 村長が管理上又は公益上その他やむを得ない事由により使用の許可を取

り消し，又は使用を中止させ，若しくは制限させたとき。 

（３） （略） （３） （略） 

第１０条～第１３条 （略） 第１０条～第１３条 （略） 

 （指定管理者による管理） 

 第１４条 シェアキッチン及び移動販売車専用駐車場（以下「シェアキッチン等」

という。）の管理は，地方自治法第２４４条の２第３項の規定により，法人その

他の団体であって村長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせ

るものとする。 

２ 前項の場合における第３条から第６条まで，第８条及び第９条の規定の適用に

ついては，第３条中「使用時間」とあるのは「利用時間」と，第４条から第６条

まで及び第９条の規定中「使用」とあるのは「利用」と，第３条から第６条まで，

第８条各号列記以外の部分及び第９条第２項中「村長」とあるのは「指定管理者」

と，第６条及び第９条第１号中「使用者」とあるのは「利用者」と，第８条及び

第９条中「使用料」とあるのは「利用料金」とする。 

 （指定管理者が行う業務） 

 第１５条 指定管理者は，次に掲げる業務を行うものとする。 

（１） シェアキッチン等の利用の許可に関する業務 

（２） シェアキッチン等の利用料金の徴収に関する業務 

（３） シェアキッチン等の施設及び設備の維持管理に関する業務 

（４） 前各号に掲げるもののほか，シェアキッチン等の管理に関し村長が必要

と認める業務 

 （指定管理者の指定） 
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 第１６条 指定管理者の指定を受けようとするものは，事業計画書その他村長が必

要と認める書類（以下「事業計画書等」という。）を村長に提出しなければなら

ない。 

 ２ 村長は，前項の規定により提出された書類を審査し，シェアキッチン等の設置

目的を最も効果的に達成することができると認めたものを候補者として選定し，

議会の議決を経て指定管理者を指定するものとする。 

 ３ 前項の規定にかかわらず，指定管理者の指定の期間の満了に伴い，指定管理者

を指定する場合において，指定管理者として現に指定されているもの（以下「現

指定管理者」という。）から提出させた事業計画書等を審査し，現指定管理者が

シェアキッチン等の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めら

れるときは，現指定管理者を再指定することができる。 

 （指定管理者の管理の期間） 

 第１７条 指定管理者がシェアキッチン等の管理を行う期間は，村長が議会の議決

を経て定める期間とし，５年を限度とする。 

 （事業報告書の作成及び提出） 

 第１８条 指定管理者は，毎年度終了後３０日以内に，次の事項を記載した事業報

告書を作成し，村長に提出しなければならない。ただし，年度の途中において，

第１３条第１項の規定により指定を取り消された時は，その取り消された日から

起算して３０日以内に当該日までの間の事業報告書を提出しなければならない。

（１） シェアキッチン等の利用状況 

（２） シェアキッチン等の管理に係る経費の収支状況 

（３） 前２号に掲げるもののほか，指定管理者によるシェアキッチン等の管理

の実態を把握するために村長が必要と認める事項 

 （事業報告の聴取等） 

 第１９条 村長は，シェアキッチン等の管理の適正を期するため，指定管理者に対

し，その管理の業務及び経理の状況に関し，定期に又は必要に応じて臨時に報告

を求め，実地に調査し，又は指示をすることができる。 
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 （指定の取消し等） 

 第２０条 村長は，指定管理者が前条の指示に従わないときその他指定管理者の責

めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができない

と認めるときは，当該指定を取り消し，又は期間を定めて管理の業務の全部若し

くは一部の停止を命ずることができる。 

 ２ 前項の規定により指定を取り消し，又は期間を定めた管理の業務の全部若しく

は一部の停止を命じた場合において，指定管理者に損害が生じても，村長はその

責めを負わない。 

 （利用料金） 

 第２１条 シェアキッチン等の利用者は，シェアキッチン等の利用料金を指定管理

者が指定する期日までに，指定管理者に納付しなければならない。 

２ 前項の利用料金は，別表第４に定める金額の範囲内において，あらかじめ村長

の承認を得て，指定管理者が定めるものとする。 

 （利用料金の収受） 

 第２２条 シェアキッチン等の利用料金は，地方自治法第２４４条の２第８項の規

定により，指定管理者の収入として収受させる。 

第１４条 （略） 第２３条 （略） 

別表第１ （略） 別表第１ （略） 

別表第２（第７条，第８条関係） 別表第２（第７条関係） 

多目的ホール等使用料 多目的ホール等使用料 

区分 １時間当たりの使用料 

（略） 

会議室 １０１ ２５０円 

３０１ ２５０円 

３０２ ２５０円 

（略） 
 

区分 １時間当たりの使用料 

（略） 

会議室 
３０１ ２５０円 

３０２ ２５０円 

（略） 
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備考 （略） 備考 （略） 

別表第３（第７条，第８条関係） 別表第３（第７条関係） 

附属設備使用料 附属設備使用料 

区分 １回又は１時間当たりの

使用料 

ステージ １，０００円／回 

ピアノ ３，５００円／回 

スタンド式スポットライト（１台当たり） ５００円／回 

スクリーン ３００円／回 

書画カメラ ３００円／回 

可搬型プロジェクタ（１台当たり） ３００円／回 

可搬型スクリーン（１台当たり） ２００円／回 

舞台照明装置（ボーダー１列，スポット８灯） １００円／時間 

フットライト １００円／時間 

プレゼンテーション設備 ２００円／時間 
 

 

貸出施設 区分 １回又は１時間当たり

の使用料 

多目的ホール ステージ １，０００円／回 

ピアノ ３，５００円／回 

スタンド式スポットライト（１台当たり） ５００円／回 

舞台照明装置（ボーダー１列，スポット

８灯） 

１００円／時間 

フットライト １００円／時間 

スクリーン ３００円／回 

会議室３０２ プレゼンテーション設備 ２００円／時間 

多目的ホール

及び会議室 

可搬型プロジェクタ（１台当たり） ３００円／回 

可搬型スクリーン（１台当たり） ２００円／回 

書画カメラ ３００円／回 

インタラクティブホワイトボード 無料 

備考 備考 

１ １回とは，第３条に規定するプラザの使用時間内における連続した使用を

いう。 

１ １回とは，第３条に規定するプラザの使用時間内における連続した使用を

いう。 

２ 村内在住者，在勤者，在学者又は村内に活動の拠点を置く団体以外が使用

する場合は，２倍の額とする。 

２ 村内在住者，在勤者，在学者又は村内に活動の拠点を置く団体以外が使用

する場合は，２倍の額とする。 

３ 営利を目的とした活動に使用する場合は，１０倍の額とする。 ３ 営利を目的とした活動に使用する場合は，１０倍の額とする。 

４ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは，これを切り上げて使用料の

額を算出する。 

４ 使用時間に１時間未満の端数が生じたときは，これを切り上げて使用料の

額を算出する。 
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 別表第４（第２１条関係） 

シェアキッチン等利用料金 

施設 利用区分 
利用時間区分 

昼の部 夜の部 

キッチンＡ 月利用 ２０，０００円／月 ２０，０００円／月 

半日利用 ６，０００円／回 ６，０００円／回 

キッチンＢ 月利用 ２０，０００円／月 １３，０００円／月 

半日利用 ６，０００円／回 ４，０００円／回 

移動販売車用

駐車場 

月利用 １０，０００円／月 １０，０００円／月 

半日利用 ３，０００円／回 ３，０００円／回 

 備考 

  １ 利用時間は，次の各号に掲げる利用時間区分に応じ，それぞれ当該各号に

掲げる時間とする。ただし，キッチンＢにおける夜の部の利用時間について

は，午後５時から午後９時までとする。 

   （１） 昼の部 午前９時から午後３時まで 

   （２） 夜の部 午後３時から午後９時まで 

  ２ 月利用は，３月以上の期間において，利用者の希望する曜日及び利用時間

区分に利用できるものとする。 

  ３ １時間単位で利用する場合の利用料金は，次の各号に掲げる施設の区分に

応じ，それぞれ当該各号に掲げる金額とする。 

（１） キッチンＡ及びキッチンＢ ２，０００円 

（２） 移動販売車用駐車場 １，０００円 

  ４ 出店手数料として，１回の利用につき２００円を徴収する。 
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令 和 ７ 年 度  東 海 村 一 般 会 計 補 正 予 算 （ 第 １ 号 ）  
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歳   入 （単位：千円）

18

2 基 金 繰 入 金

第 １ 表 歳 入 歳 出 予 算 補 正

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

繰 入 金 3,441,894 9,922 3,451,816

3,423,681 9,922 3,433,603

　　　　　　　  歳　　　　　入　　　　　合　　　　　計 23,947,000 9,922 23,956,922
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歳   出 （単位：千円）

2

1 総 務 管 理 費

4

1 保 健 衛 生 費

9

2 小 学 校 費

款 項 補 正 前 の 額 補  正  額 計

総 務 費 4,100,715 2,750 4,103,465

3,572,154 2,750 3,574,904

衛 生 費 2,710,229 9,922 2,720,151

1,236,959 9,922 1,246,881

教 育 費 3,977,375 △2,750 3,974,625

801,284 △2,750 798,534

                歳          出          合          計 23,947,000 9,922 23,956,922
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東 海 村 一 般 会 計 補 正 予 算 に 関 す る 説 明 書  
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1 総 　括
（単位：千円）

18

歳 入 歳 出 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳   入

款 補 正 前 の 額 補  正  額

歳　　入　　合　　計 23,947,000 9,922 23,956,922

計

繰 入 金 3,441,894 9,922 3,451,816
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　歳　出 （単位：千円）

補 正 前 の 額 補 正 額 計

国県支出金 地  方  債 そ  の  他

2 総 務 費 4,100,715 2,750 4,103,465 2,500 250

4 衛 生 費 2,710,229 9,922 2,720,151 9,922

9 教 育 費 3,977,375 △2,750 3,974,625 △2,500 △250

23,947,000 9,922 23,956,922 9,922歳　　出　　合　　計

補    正    額    の    財    源    内    訳

款 特    定    財    源
一般財源
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２　歳　入

（単位：千円）（款） 18 （項） 2

金　額

8 0 9,922 1 公園墓地基金繰入 9,922 公園墓地基金繰入金 9,922
金

目 補正前の額 補 正 額 計

繰入金 基金繰入金

節

区　分
説　　明

公園墓地基金繰入 9,922
金

計 3,423,681 9,922 3,433,603
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３　歳　出

（単位：千円）（款） （項） 1

そ の 他

12 2,750 31,832 2,500 250 12 委 託 料 2,750 ○防災対策諸費 2,750
    コミュニティセンター非常用発
    電機設置工事基本設計業務委
    託料 2,750

（款） （項） 1

7 9,922 30,820 9,922 12 委 託 料 9,922 ○須和間霊園維持管理事業 9,922
    合葬式墓地整備実施設計業務
    委託料 9,922

（款） （項） 2

1 △2,750 798,534 △2,500 △250 14 工 事 請 負費 △2,750 ○小学校施設整備事業 △2,750
    石神小学校校舎長寿命化外装
    改修工事 △16,170
    村松小学校進入路整備工事 13,420

計 801,284 △2,750 798,534 △2,500 △250

費

9,922

9 教育費 小学校費

学校管理 801,284

計 1,236,959 9,922 1,246,881

2,500 250

4 衛生費 保健衛生費

霊園費 20,898

計 3,572,154 2,750 3,574,904

防災対策 29,082
費

目 補正前の額 補 正 額 計

2 総務費 総務管理費

補  正  額  の  財  源  内  訳

特　 定　 財　 源

国県支出金 地 方 債
一般財源

節

区　分 金　額
説　　明
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資 料  

位 置 図  

 

 

 

凡 例  

あらたな土地の所在   

市村界   

※地理院地図（電子国土Ｗｅｂ） 

（国土地理院）を加工して作成 

東海村大字照沼 

ひたちなか市 

大字長砂 

国道２４５号  
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資 料  

あらたに生じた土地の所在図  

 

 

 

 

 

 

凡 例  

あらたに生じた土地の所在   

茨城港常陸那珂港区  

北ふ頭地区  

335.00m 

350.00m 

90°0 ’00” 

180°0 ’00” 

北 緯 36 度 26 分 16 秒 6113 

東 経 140 度 35 分 22 秒 9592 

か ら  

96 度 43 分 04 秒 

2,549,95ｍ の地 点  
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資 料  

位 置 図  

 

 

 

凡 例  

大字照沼字渚に変更する区域   

市村界   

※地理院地図（電子国土Ｗｅｂ） 

（国土地理院）を加工して作成 

東海村大字照沼 

ひたちなか市 

大字長砂 

国道２４５号  
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資 料  

字の区域の変更所在図  

 

 

 

 

 凡 例  

大字照沼字渚に変更する区域   

茨城港常陸那珂港区  

北ふ頭地区  

335.00m 

350.00m 

90°0 ’00” 

180°0 ’00” 

北 緯 36 度 26 分 16 秒 6113 

東 経 140 度 35 分 22 秒 9592 

か ら  

96 度 43 分 04 秒 

2,549,95ｍ の地 点  
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資 料 

【工事施工区域図（国土交通省）】 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【工事施工区域図（茨城県）】  

凡例       埋立区域 

埋立に関する工事の施行区域 

基点：国土地理院照沼二等三角点 

北緯  36 度 26 分 16 秒 6113 

東経 140 度 35 分 22 秒 9592 

凡例       埋立区域 

埋立に関する工事の施行区域 

基点：国土地理院照沼二等三角点 

北緯  36 度 26 分 16 秒 6113 

東経 140 度 35 分 22 秒 9592 

茨城港（常陸那珂） 

茨城港（常陸那珂） 

1工区 

2工区 

埋立区域 ①の地点 

112 度 06分 56 秒 L=3,116.94ｍ 

埋立てに関する工事の施行区域 ⑦の地点 

110 度 29分 49 秒 L=2,922.28ｍ 

 

① 

⑦ 

中央ふ頭 

地区 

中央ふ頭 

地区 
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資 料 

【埋立区域詳細図】 
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